
 

１．件名：「日本原燃(株)の設工認申請に係るヒアリング（再処理施設（１－９

９）、MOX燃料加工施設（１－９０）、濃縮施設（５－１６））」 

 

２．日時：令和４年１月１４日（金） １３時３０分～１７時２０分 

                    

３．場所：原子力規制庁 １０階会議室（TV会議により実施） 

 

４．出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部 

核燃料施設審査部門 

（原子力規制部新基準適合性審査チーム） 

古作企画調査官、大橋上席安全審査官、中川上席安全審査官、田尻主

任安全審査官、津金主任安全審査官、大岡安全審査官、上出安全審査

官、武田安全審査官、藤原安全審査官、河原崎安全審査専門職、髙梨

安全審査専門職、清水係員 

専門検査部門 

  早川上席原子力専門官 

日本原燃株式会社 松田 常務執行役員  他２９名 

東京電力ホールディングス株式会社 サイクル技術グループ 

 グループマネージャー他 1名 

関西電力株式会社 原子力事業本部 原子燃料部門 

 原燃計画グループリーダー 

中部電力株式会社 原子燃料サイクル部 サイクル戦略グループ 課長 

東北電力株式会社 原子力本部 原子力部（原子力技術） 副長 

電源開発株式会社 原子燃料室 上席課長 

 

５．自動文字起こし結果 

別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

 

６．その他 

提出資料 

なし 

 

参考 

・ 日本原燃株式会社 再処理事業所 規制法令及び通達に係る文書（令和２年

１２月２４日） 



「日本原燃（株）から再処理事業所再処理施設の設計及び工事の計画の変更

の認可申請を受理」 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/REP/180000069.html 

・ 日本原燃株式会社 ＭＯＸ燃料工場 規制法令及び通達に係る文書（令和２

年１２月２４日） 

「日本原燃（株）から再処理事業所 MOX燃料加工施設の設計及び工事の計画

の変更の認可申請を受理」 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/FAB/180000124.html 

・ 日本原燃株式会社 ウラン濃縮工場 規制法令及び通達に係る文書（令和３

年８月３１日） 

「日本原燃（株）から濃縮・埋設事業所加工施設の設計及び工事の計画の認

可申請を受理」 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/FAB/180000186.html 

・ 日本原燃株式会社 ウラン濃縮工場 規制法令及び通達に係る文書（令和３

年８月３１日） 

「日本原燃（株）から濃縮・埋設事業所加工施設の設計及び工事の計画の変

更の認可申請を受理」 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/FAB/180000185.html 

・ 令和３年１２月２３日 

「日本原燃(株)再処理施設、MOX施設の設工認申請に関する資料提出」 

・ 令和４年１月７日 

「日本原燃(株)再処理施設、MOX施設の設工認申請に関する資料提出」 

・ 令和４年１月１３日 

「日本原燃(株)再処理施設、MOX 施設、濃縮施設の設工認申請に関する資料

提出」 

  

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/REP/180000069.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/FAB/180000124.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/FAB/180000186.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/FAB/180000186.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/FAB/180000185.html


  

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:00 はい。 

0:00:02 規制庁大橋です。ただいまから日本原燃濃縮施設設工認に係るヒアリン

グの方を始めます。最初に注意事項についてお伝えします。ヒアリング

を発言しないように、 

0:00:13 ください。発言してしまった場合、その場でその旨指摘するようにして

ください。発言体は右、指導上の発言するようにしてください。 

0:00:23 また、 

0:00:25 発言しない場合はマイクを見るとする、見るとにするようお願いしま

す。本日の説明ですけれども、 

0:00:33 そして、 

0:00:37 新規制基準を受けた、設工認変更申請に解体する、使用前事業者検査の

対象に、対象の考え方についてという資料と、 

0:00:50 資料 2として第 1回から第 3回申請と第 4回第 5回申請の公示の方法の

整合についてと、この 2点かと思いますけれども、日本原燃こちらでよ

ろしいでしょうか。 

0:01:03 原燃濃縮ヤギハシです。資料については問題ございません。 

0:01:07 はい。 

0:01:08 それではまず、越智。 

0:01:10 について説明したいと思いますまず、ＷＥＢの方で専門建設部門からハ

ヤカワ、あと 

0:01:17 博士核燃料審査部門の方から河原崎。 

0:01:20 あとは、 

0:01:22 ＷＥＢの方からは、 

0:01:25 革新部門から、 

0:01:29 私はオオハシとカミデコサクおうかタジリフジワラタカナシナカガワツ

ガネａとなっております。 

0:01:37 それでは、日本原燃の出席者を説明した後、資料の説明の方お願いしま

す。 

0:01:44 別件の牛久八木橋です。本日の出席者ですが、の地区の方でフジノクド

ウサカモト沼山ワカバヤシ、私揚げ足となります。 

0:01:55 あと再処理、ＭＯＸの方から、Ｆ、フジヤ、タカハシ、クドウ、スギモ

ト、イシハラの以上となります。では早速説明の方を始めさせていただ

きます。 

0:02:08 日本原燃阪本でございます。それでは資料 1の、障害事業者検査の対象

の考え方、これについて整理した資料について説明いたします。 

0:00:00 いたします。 



0:00:02 日本で先ほどでございます。資料 1のところの 2ポツの基本的な考え方

のところでございますが、こちらは施設全体を確認する検査として基本

設計方針検査、 

0:00:14 これが新たに追加されましたので、これをどのように、実施するかとい

うところを発電炉をベースに整理したましたので、これをご説明するも

のでございます。 

0:00:24 2.1のところで基本設計方針の変更事項というところでこれは外れる同

等で平衡変更点が明確になるように、設工認では変更前後というところ

で示しているというものでございます。 

0:00:36 2.2からが、何を対象に検査するかという内容でございますが、 

0:00:42 先行すれば全量電話で設工認の変更後に記載したもの、これを様式 8で

整理して、当確方針これについて、設備の個別の設備が新規施設とか改

造とかそういったものにかかわらず、 

0:00:55 基本設計方針を対象に施設全体を対象にして、年を廃棄事業者検査を実

施すると。 

0:01:01 いう形としております。当社のＦ施設、再管理、あと濃縮、これらの移

行現行の施設は、これと同等の方法であるというところで考えておりま

す。 

0:01:11 具体的なところで言いますと、 

0:01:14 資料の 3ページ目をお開きください。 

0:01:19 それでは設備の基本設計方針の例と、はい。基本設計方針の対象になる

ものを、イメージを示したものでございます。黄色のハッチ部分が基本

設計検査を耐震を対象とすると。 

0:01:32 いうことで考えております。こちら 3ページ目ですが、多分これは変更

前に、もともと記載がなくて、新しい要求で追加されたこと、溢水等で

ございますがこういったものを、 

0:01:42 変更後に記載されているものを、すべて実施するというものでございま

す。次の例として 4ページ目をお開きください。 

0:01:51 4ページ目が自然現象というもので、これは変更前でも何らかではやっ

てはいたんですけども、そういったものにかかわらず、変更後であれば

方針を示しておりますので、 

0:02:01 この閉止変更に基づいて、漏れなく実施すると。 

0:02:05 午後のところまだ実施するというところでございます。続いて 5ページ

目でございます。 

0:02:11 こちら、安全機能を有する施設でございます。こちらもともとやってい

る部分と、あと追加された部分がございますが、衛藤変更後のところに

あります通り、全体として確認をすると。 



  

0:02:23 いうものでございます。安全機能優秀施設は、まず安全機能を有する施

設として、施設全体の設備機器がこの、 

0:02:33 この要求方針に該当しますので、少なくともこれをやることによって、

施設全体の機器が全設計方針検査の枠の中に入るというところで何らか

の確認が詰めての施設について、 

0:02:46 されるということであります。 

0:02:49 続いて 6ページ目。 

0:02:54 6ページ目は衛藤臨海以降の今回新基準で大きな変更のないようなもの

でございます。こういったものは、江藤社長の方で変更なしますので、

こういったものは対象としないというところの整理でございます。 

0:03:07 ケンジに戻りまして、 

0:03:11 資料の 2.1名、ご覧ください。 

0:03:15 2.3のところですがこちらもよろしくの状況でございます。もし雲衛藤

先ほど言った通り 

0:03:22 風の同等の方針で検査をいたします。ただ、衛藤もしくは、第 1回から

3回まで。 

0:03:30 第 3回の後に、申請検査制度が施行されて、第 4回五番がその後申請に

なっております。第 1回から 3回につきましては、 

0:03:42 認めて第 4回部会で示しているような基本設計方針に基づく齋藤するよ

うな方針は示しておりますが、衛藤。 

0:03:50 変更前後まで、第 1回から 3回ちょっと示していないと。 

0:03:53 いわゆる種別まではしていないということだと、ことでございます。た

だ基本設計法人経済については、江藤新保に基づいて、申請全体 1回か

ら 5回。 

0:04:05 全部について、 

0:04:08 明確にして、検査を行う必要があると、と我々としては考えております

ので、この 1階から 3階の変更全部が示されてない部分について、何ら

か明確にしなきゃいけないというところで考えております。 

0:04:20 それを明確にするイメージとして、 

0:04:25 ページの 7ページ。 

0:04:28 ご覧ください。 

0:04:32 7ページの方ですが、新規性基準前、あとその新規性基準後の 1回から

3回協議会 5回ございますが、この申請基準前に今日第一課で追加され

た古閑阿部。 

0:04:44 明確になっていないので、こういった表を用いて、1回 3回で追加され

た要求事項が何なのかというところを明確にしたものをすべての更新に

ついてご提示させていただきたいというところでございます。 



0:04:57 これに基づいて、まず能登と同等の検査をやりたいというところで考え

ております。まず資料 1のご説明は以上でございます。ここで一旦切ら

させていただきます。 

0:05:11 はい。規制庁、明石です。ただいまの説明に関して規定調和から質問等

をお願いします。 

0:05:21 規制庁のカワラサキです。ちょっと 1点まず私から、 

0:05:26 基本的なちょっとところを聞いてみたいんですが、 

0:05:29 今回は基本設計方針に、 

0:05:34 ターゲットを絞って、 

0:05:37 変更前後でどこが検査対象なのかというご説明をされたように思いま

す。ただ一方でその、 

0:05:44 これまでのヒアリングで、専門検査含めですね、確認したかった事項と

しては、 

0:05:51 そもそも変更がないとしているもの。 

0:05:54 設備であったり機器であったりとか、 

0:05:57 そういったところの検査対象はどこまでなのかといったことを、話題に

してたように記憶しておりまして、そこら辺の全体像としては、 

0:06:06 どういう説明になるのでしょうかというちょっと前提、この資料の作り

にあたっての前提の理解なのかもしれませんが、念のため確認させてく

ださい。 

0:06:21 日本原燃の阪本でございます。今回この新規制基準で、全体を確認する

あれに追加されたのは基本設計方針の検査となっておりまして、それ以

外の仕様表の検査等につきましては、 

0:06:34 これまでの施行に等々、確認の方法は変わらずに、設計、構造仕様表の

数値、そういったものが変わったものについて検査すると。 

0:06:46 いうところでございます。その辺は、発電炉変わらず、これまでとのや

り方に特段、変わるものではないということで考えております。 

0:06:56 規制庁の河崎です。今の点確認なんですけど、設計が変わったら当然検

査退社設工認対象になり、検査対象になるというのは当たり前だと思う

んですけど。 

0:07:07 技術基準が今回、新規制基準で基準が変わっているものについては当然

設工認で、設計変更の有無にかかわらず例えば評価が示されたりとか、 

0:07:17 してる箇所があると、そういった箇所は以下、検査上はどうなるのかっ

ていう説明もあわせてお願いします。 

0:07:28 宮部阪本でございます。例えば設計上で、耐震、だったり材料構造、そ

ういったところが評価上で変更になったというところで、寸法等設計の

変更が必要となると。 

0:07:40 仕様表等の寸法が変わるというところで、衛藤。 



  

0:07:45 そういった寸法もらったものについても、検査をすると。 

0:07:49 いうところでも材料だってボルトの材質が変わったり、そういったもの

について検査をするというところでございます。 

0:08:00 コサクですけどちょっと回答がずれてますよ。 

0:08:04 仕様が変わらないものでも評価するものがあるでしょう。 

0:08:08 いったものはどうですかって聞いてるので、中が変わればやりますって

いうのは、すれ違い飛ぶんです。 

0:08:21 前年聞こえますか。少々お待ちください。 

0:08:29 コサクですけど、具体的に言うと、物としては変わらないんだけど、耐

震の入力条件が変わったので、評価し直しますみたいなことです。 

0:08:48 日本原燃阪本でございます。 

0:08:50 江藤。はい。耐震の分類が変わったりそういう施設が変わったりそうい

った評価だけが変わるものについては、今基本設計方針検査の中で確認

するということで考えておりました。 

0:09:04 以上です。 

0:09:11 規制庁カワラサキだから、 

0:09:14 基本設計方針検査の中で確認するということなんですけども基本的な理

解としては、基準が変わって、技術基準への適合を改めて工認で説明し

たものについては、途中事業者検査、 

0:09:26 等での確認が行われると、そういうご説明と理解してよろしいですか。 

0:09:32 宮部坂部でございます。その通りでございます。 

0:09:35 規制庁カワラサキです。今の、 

0:09:38 ポイントが重要でそれが基本設計方針検査に落ちるのかそれとも、 

0:09:43 指標に落ちるのかといったところは計算の領域の話。 

0:09:48 かとは思います。設工認側としては、基本的にはその技術基準適合が、

使用前事業者等検査でもそのまま、確認対象がですね、縮小されること

なく、 

0:09:59 やっていただければいいのかなと思います私からは、とりあえずは以上

です。 

0:10:06 専門検査の方から何か。 

0:10:11 ハヤカワで、 

0:10:11 けども、そもそも、1回から 3回の設工認の中では、設計変更及び工事

を伴わないものに対しても、技術基準要求があれば、 

0:10:25 検査を実施してたという状況でございます。 

0:10:29 ですから今回新たに 4回から 5回の中で、商標で変更なしとなったもの

に対して、 



0:10:39 基本設計方針側で確認するものがあれば、実際は、今 2ポツ 1の記載の

中で、設計上考慮したもの。 

0:10:52 はという書き方で、変更前に記載して、変更なしという言い方をすると

検査はやらないというふうに読めちゃうんですよね。ただそこを明確に

していただければいいのかなと思います。 

0:11:06 以上です。 

0:11:10 コサクですけどちょっと逆に質問したいんですけど。 

0:11:13 変更ないものは使用前事業者検査やらなくていいと思うんですけど。 

0:11:17 何を明確に、 

0:11:19 やらなくていいってことを明確にして欲しいということなんですか。 

0:11:22 変更ないものでも、そもそも 1回から 3回の設工認の記載の中では、技

術基準要求があるもの。 

0:11:34 として、すいませんそこがわからなくてコサクですけど。 

0:11:39 技術基準要求はそれはあるんですけど、技術基準要求に変更がないもの

まで、改めて使用前事業者検査が必要だって言われてるんですか。 

0:11:51 1回から 3回の設工認の中では、そういうくくりでやってたはずなんで

すよ。 

0:11:58 何でそんなことが必要なんですか。 

0:12:10 コサクですけど、そもそもそれ申請対象じゃないので、設工認では使っ

てません。 

0:12:17 専門検査は勝手にやるのは別に構いませんけれど、我々業者に求めると

いうことに我々は勝手にやってるわけではなくて、設工認上要求された

検査を見てたという位置付けですが、設工認ではそこは扱ってません。

以上です。 

0:12:33 規制庁川崎ですけども、多分、 

0:12:36 例えばここで添付でついている臨界みたいなところで、基準が変わって

ません今回設計も変わってません。工事でもいじってませんって言った

ところは、そもそも設工認上での適合説明の対象から外れてたりする。 

0:12:50 箇所があるので、そういったところについては部分。 

0:12:54 既認可の通りであるかっていうことは、もちろん前提としては確認はし

てるんですけども、そういったところはそもそも設工認の段階で落ちて

いて、そもそもそれはその第 3回においても使用前事業者確認、嶋事業

者検査の、 

0:13:07 対象からは除外されていて、それを受けた確認でも入ってないという理

解だったんですけど。 

0:13:14 その理解でいいですか 

0:13:23 一応、その理解で専門検査としても同じだそうなので、多分ですね、日

本原燃の三階の申請の書きぶりとして、何か変更が、 



  

0:13:33 何か箇所でも検査するっていうなんか文言がですねあったらしくて、多

分そこの部分の箇所が、何ていうんすかね。誤解を招くような表現が若

干、第 3回の時には、注釈のところにあったので、 

0:13:46 そこの解釈の仕方が、何か誤解をなんか招くようなところがあったとい

うことだと思ってます。それは、 

0:13:55 第 5回の申請ではそういった記載は多分なくなってると思うので、多

分、特に問題ないのかなと思っているし、特に検査の考え方が変わって

るわけではないので、 

0:14:05 改めて特に議論するようなこともないのかなと思ってます。以上です。 

0:14:10 日本原燃なんか。 

0:14:12 ありますか。今の議論に対して、 

0:14:18 今現在、業界が特にございません。 

0:14:29 規制庁、河崎です。ちょっと今の、ちょっと変な流れになってしまった

んですが。 

0:14:34 ちょっと念のためその上で 

0:14:38 聞いてみたいことが 1点あるんですけど、基本設計方針の検査っていう

のは、例えばここで言うと、臨界でいうと、溢水の部分だけ若干こう、 

0:14:47 と記載が加わってたりするじゃないですか。そうした部分っていうの

は、そこの部分だけ切り離して検査対象とするっていうような整理がで

きるものですかっていうのを、念のため確認させてください。 

0:15:06 日本原燃阪本でございます。例えば溢水のところだ形の変更であって

も、ここに関わる先天数の部分、例えば単一品等のところの溢水の話で

あれば、追加になってあれば、 

0:15:20 単一ユニットに関わる説明のセンテンスの部分を、全体として、確認す

るというところでございます。ちょっとその辺の表現がこの資料の中で

ちょっと明確になっていないので、 

0:15:31 その辺もそれとわかるような形で、全社のこのこのサンプルのような形

でちょっと整理したいと思います。ちょっと見直したいと思います以上

は、規制庁河原崎です。見直すって言われてるのは、おそらくその補正

に向けてという話で私は理解しましたが、 

0:15:46 そういうちょっと補正に向けてという意味で言うとですね、ちょっと何

か若干この言葉遣いが、この資料って、足りないところはほかにもい

る、いろいろあって、 

0:15:56 例えば設工認変更申請の変更ってどういう意味だよっていうのが若干そ

の、 

0:16:01 法令的に言うと何か微妙な変更の工事っていうことを言おうとされてる

とは理解するんですけどこれだとなんか第 1項申請どうだ、あれは含ま

れてるのか含まれてないのかなとか。 



0:16:13 何かいろいろ、気になる。御説明は実は、 

0:16:17 若干あったりはするんですけど、基本的にはさっき言ってたような理解

で、設工認で技術基準適合確認してるやつは、使用前事業者検査等で確

認。 

0:16:27 されていくという、大筋は変わらないと思いますので、 

0:16:30 今日の議論を踏まえて、きちんとその補正、 

0:16:34 なり何なりで、例えばその、 

0:16:38 検査のフローの下のところに、検査の説明、例えば性能検査の説明みた

いなところが書かれてたりするんでそういった文言のところで、何てい

うか、第 3回、 

0:16:49 の時に書かれていたものをそのまま持ってくるのではなくて、きちんと

した検査対象がわかるような表現にしていただくとかそういうことで

の、 

0:16:58 反映をしていただければいいのかなと思ってます。以上です。 

0:17:09 少々お待ちください。 

0:17:19 日本原燃阪本でございます。 

0:17:22 申請書の工事フロー等のところで、衛藤、今回ご説明したような内容に

関わる説明を、 

0:17:31 増えて、もう少し追加すると、いうような、 

0:17:34 イメージでよろしいんでしょうか。 

0:17:37 規制庁河原崎です。多分次の資料で話題になると思うので、それはその

時にまた確認させていただくと思うんですけど、今回法令改正があっ

て、 

0:17:48 1号線検査から 91号線さから 4号検査といったところの整理が、1号 2

号っていうところで変わってたりもするんで、そこのところで、性能検

査でそもそも何やるんでしたっけみたいなところの注釈のところの記載

が変わってくると認識してるので、そういったところをちゃんと書いて

くださいという趣旨です。以上です。 

0:18:07 日本原燃阪本です。十分理解しました。 

0:18:12 コサクです。ちょっと私も頭の整理をちょっとさせていただきたくて。 

0:18:18 申し訳ありませんけど、今河崎の言った文言の話でいうと、資料 1の表

題が設工認、変更申請って書いてますけど。 

0:18:28 今回の救って、 

0:18:30 第 1項申請ですよね。 

0:18:34 日本原燃酒匂です。その通りでございます。 

0:18:38 これはコサクですでそうするとこの表現だと第 2項申請のように見え

て、 



  

0:18:43 ていうところだと思います。 

0:18:46 2ポツの最初の行はそこが 

0:18:50 同じように書いてあるので、文言としては、あれっと思うんですけど、

内容としてはその次に書いてある、変更の工事って書いてるのは第 1項

申請の話で、またはの後に書いてある設計及び工事の変更っていうのは

第 2項申請。 

0:19:04 やる変更っていうことのような気がするんですけど、そういう認識で書

いてるっていうことですかね。 

0:19:12 この認識でございますすいません。再処理のベースに作っていて、なる

ほど。はい。以上です。 

0:19:21 コサクです。わかりました。その上次の資料のお話に触れるような感じ

で、 

0:19:30 第 3回での工事の方法等、第 5回での工事の方、 

0:19:35 ていうのは、 

0:19:36 どういう関係にあるのかなっていうことなんですけど。 

0:19:42 ていうのも分割であってその前のやつを変更してるっていうわけでもな

い。 

0:19:47 もんですから。 

0:19:49 そこのあたりはどう認識すればいいん。 

0:19:52 でしょうか。何か手続き的な話なので私が質問するのも申し訳ないんで

すが。 

0:19:57 原燃の考えをお聞かせ。 

0:20:00 日本原燃阪本でございます。基本的に第 1回から第 3回申請までの分

は、江藤 9号の使用前検査を行いますので、この分については、このフ

ローについては、 

0:20:12 それで一応フィックスすると。 

0:20:16 いうことで、直接的な繋がりはないとして 4回 5回は使用前事業者検査

で、確認するということで最終的にはちょっとずつどちらも、 

0:20:27 江藤しっかり終わっているというところの確認をした上で、適合完了に

なるという、 

0:20:32 イメージで考えておりました。 

0:20:34 以上です。 

0:20:36 コサクです。そうすると、先ほど専門検査の方が言っているのを認識合

わせたほうがいいということに、またなるんですけど。 

0:20:47 原燃から説明あった通り、使用前検査というのは形式上あるにせよ、実

態としては使用前事業者検査としても 1隻やらなきゃいけないので、 

0:20:57 やって対応していきますということで、使用前確認。 



0:21:04 の活動の一環での原子力規制検査と、 

0:21:08 いうことで一通りカバーできますよということだと理解をしていて、 

0:21:13 そうだとすると、第 5回申請の記載の中で全体クローズをするという関

係から、 

0:21:20 第 1回から 3回までの内容について、どういうふうに事業者検査として

は対応しているのかということを明示をするということがよりクリアに

なるんじゃないのかなと。 

0:21:33 思っ 

0:21:34 たんですね。それが先ほどカワラサキが言ったことに繋がるかなと思う

んですけど、川崎さんそういう認識でいいですかね。 

0:21:41 規制庁川崎です。はい。その通り 

0:21:46 コサクです。原燃そのあたりどうお考えですか。 

0:21:49 お考えでしょうか。 

0:21:51 8件のうち 9ヤギハシです。今のお話資料次の資料の 2のところで工事

フローを比較して書いてますが、今お話いただいたところで、うちの考

えを、は第 1回から第 3回後第 4回第 5回と、そこで仕切りがあると考

えてますので、 

0:22:08 第 4回第 5回の工事フローの方で、そこら辺手当することで、と考えま

す。以上です。 

0:22:17 はい。補足です。それによって 

0:22:21 認識のそごなく、しっかりと焼売事業者検査をやっていただいてそれを

淡々と、専門検査の方で見ていけるということだと思いますのでよろし

くお願いします。以上です。 

0:22:33 濃縮揚げ足です了解いたしました。 

0:22:40 北医長。 

0:22:41 ですけれども、資料 2の話も出てきましたので、資料に 1回説明してい

ただいてまた全体で質疑できればと思います。資料 2の説明をお願いし

ます。 

0:22:57 日本原燃阪本でございます。これも先ほど出ましたけども第 1回第三課

で書いた 4号の加工施設の性能検査、あとは 4回木場糸賀井谷郷の機能

及び性能検査、 

0:23:07 この繋がり制限をしているかどうかというところを整理したものでござ

います。2ポツのところの四角枠のところでございますが、加工施設の

性能に関する事項、これは 4号検査の中身です。 

0:23:21 4号検査においては、衛藤最大処理能力で試運転を行うべき後その他原

子力規制委員会が適当と認める開きというのがあって、まずこの 1につ

いては、当施設が該当することではなくて、 



  

0:23:33 ところにもこの認める時、これがについては、建物を建てて建物を建て

て、機器を据えつけて、材料だったり構造検査やって、最後に個別の衛

藤インターロック警報、 

0:23:46 5人っぽい検査をして、必要な精度を確保されていることを確認して、

試運転に入るというような中でそういう動いたものを意図して、第 1か

ら第 3回の。 

0:23:57 東光寺フード最後のところに、加工施設の精度検査というところを記載

していたというところでございます。 

0:24:05 産物の第 4回第 4区公会堂の日本検査の記載のところなんですけども、

3回目の後加工規則の変更、これがされて、この 44号は 2 号検査に変わ

ったと。 

0:24:17 いうところで、その給与も検査でこうやると言ってた。この中身につい

ては、当然 2号検査のこの中に全部含まれていますので、整合性として

は問題がないということで考えていると。 

0:24:29 ただ、先ほどコメントありました通り、衛藤加古、宇井高坂の障害検査

と、 

0:24:35 4階学会のこの障害事業者障害各個々の繋がり、こういったところが、

非常に今わかりづらい駅舎になっておりますのでそういったところ、繋

がりがわかるような、 

0:24:46 内容を追加したいというところで考えております。 

0:24:50 ご説明は以上でございます。 

0:24:57 はいただいまの説明資料 1、 

0:25:00 に戻っても結構ですけども、質問があればお願いします。 

0:25:06 規制庁早川ですけれども、資料 2のところの 3ポツの一番最後の行なん

ですけれども、施設に必要な性能がすべて確保されていくことを確認す

ることとしたいという形で書かれてるんですけれども。 

0:25:21 基本的にはもともと 1、1回から 3回の設工認に書かれてる加工施設の

性能検査というものは、今回の新規制基準の工事完了後に、 

0:25:37 どういう性能があるかという確認をする検査だと考えてますので、す。

基本的には今回の第 5回の 2号検査相当になると思うんですけれども、

それを、 

0:25:51 具体的に何をやるのか、それを明確にしていただきたいなと思ってま

す。 

0:25:58 ハヤカワの方から以上です。 

0:26:04 原燃濃縮ヤギハシです。 

0:26:08 今個人工事フローの方は第 4回で誤開で第 1回核対策の関係性は示すと

いうことでお話しましたが、今ご質問いただいたところが具体的に何を

っていうところは、 



0:26:21 この工事フロー図の下に、要は具体の対象設備工事、検査項目、検査

名、そういったことを記載。 

0:26:30 ししてくださいというそういうリクエストになりますでしょうか。 

0:26:35 規制庁早川ですけれどもできたらそうしていただけると、1階から 3階

の加工施設の性能検査って何をするのというのがわかるのかなと思いま

す。 

0:26:47 以上です。 

0:26:49 規制のコサクですけど、すいません、規制庁コサクですけどこれ、設工

認の記載のルールとしては、あまりそういうふうな細かいことを書いて

ないと思う。 

0:27:00 ですよね。 

0:27:02 これ原燃これは工事の方法の本文ですか添付ですか。 

0:27:10 どうしｂｉｓ本文となります。 

0:27:13 コサクですってそうだとするとうやん。基本的なルールというか、 

0:27:19 運用方法っていうのはあんまり変えないほうが、 

0:27:23 いいと思うん。 

0:27:24 ですよ。 

0:27:27 一方で、認識共有はしといた方がいいと思うんで。 

0:27:32 添付で書くのか、補足整理をするのかと。 

0:27:37 いうところで対応いただいた方がいいかなと思います。以上です。 

0:27:43 濃縮ヤギハシです。今お話いただいたところでちょっと検討はいたしま

すが、基本的には旧法の設工認では、検査対象設備、申請対象に対する

検査項目とか星取りで示す形になっていて、 

0:27:59 現在の設工認では現行のルールの記載ということで、検査項目とかそう

いったのは書いておりませんので、それとの関連も含めると、今お話い

ただいた、本文の中だっていうことでもうこ、検査項目として書くのは

そぐらしくないかと。 

0:28:15 思ってます。ですのでちょっと補足説明資料の方で手当するということ

であと進めたいと思います。以上です。 

0:28:26 規制庁の河崎です。私もなんか似たようなフローのところで紐付けて行

ってしまったんですが、 

0:28:33 若干訂正して、きちんとしたしかるべきところへの記載を、今回の、 

0:28:38 話を踏まえたものにしてくださいと、改めてお伝えし直します。 

0:28:43 よろしいでしょうか。 

0:28:47 濃縮エアシール了解いたしました。 

0:28:56 ごめんなさい。国分です。今の話とか先ほどの話の資料 1の添付 2だと

かっていうのは、 



  

0:29:06 今後補正される際にあわせて提示されるっていうことでいいんですか

ね。 

0:29:12 日本原燃阪本でございます。補正のたびに合わせて一緒に提出させてい

ただきたいということで考えております。以上です。 

0:29:20 コサクです。わかりました。 

0:29:30 はい。規制庁大橋ですけども、他、規制、 

0:29:33 質問等ありまして、そっか。 

0:29:43 はい。規制庁大橋ですけれども、ないようですので、 

0:29:48 終わりにしたいと思いますけども、ちょっとヒアリングの方も、濃縮の

方もその最後になってきていますので、原燃においてちょっとこの姿勢

を、 

0:29:59 修正する銭湯あと今後のスケジュールの方の説明をお願いします。 

0:30:07 日本原燃阪本でございます。本日衛藤コメント来ました資料 1資料 2の

内容も含めて、補足説明資料に反映した上で、今 18に補正を予定して

おりますので、 

0:30:20 その補正のときにあわせて工事方法の説明資料、あと基本設計方針の補

足説明資料、そういったものに反映したものを反映した上でご提出させ

ていただきたいということで考えております。 

0:30:31 以上です。 

0:30:37 はい。ただいまの説明に関して規制庁側から質問等ありますでしょう

か。 

0:30:49 はい。江藤それ。 

0:30:51 それを徹底して上からでも原燃側からでも何かありますでしょうか。 

0:31:00 例年特にございません。 

0:31:03 はい。お返ししました。それでは、本日の濃縮の方のフラグを終了した

いと思います。 

0:00:03 規制庁シミズです。それではただいまから日本原燃とのヒアリングを開

始します。本日のヒアリングは令和 2年 12月に 4日に申請があった。 

0:00:12 当節仮申請について資料を基に李飯塚区に行うものになります。 

0:00:18 まずは規制庁側の出席者を紹介します。 

0:00:22 藤班長会議室からカワラサキ、岡Ｗｅｂからコサクカミデオオオカタジ

リフジワラタケダ。 

0:00:32 タカナシナカガワツガネオオハシシミズになります。 

0:00:37 それでは日本原燃の方から出席者の紹介と本日の議題の構成の説明をし

た上で、 

0:00:44 資料の説明をお願いします。 



0:00:48 はい。日本原燃の藤間です。二本木郷の出席者ですが、事務局としてマ

ツダスダ。 

0:00:55 それから再処理の方から、コヤマナガサワタカハシフジノシミズタムラ

クボタ。 

0:01:02 ＭＯＸの方から、タカマツ谷内イシハラ。 

0:01:06 本日資料の説明がとしてＭＯＸの方から、アボオオサワ巻いたシンタ

ニ。 

0:01:13 再処理からセガワナカムライシダマツザワオオヤマカズサカフクイ。 

0:01:20 以上日本原燃側の出席者となります。 

0:01:23 本日説明する資料ですが、今画面共有させていただいております。共通

08の第 1回申請の申請書の構成、それからそのあとですね、安全機能を

有する施設の、 

0:01:34 00シリーズの資料、それから補足説明資料三つ。 

0:01:38 遮へいの 00シリーズの説明と、補足説明資料の二つですね、こちらの

説明を考えております。 

0:01:45 よろしければまず共通 08の方から説明に入りたいと思います。 

0:01:51 日本原燃石原でございます。それでは一つ目でございます共通 08とい

うことで、今年の 1月の 4日にレビジョンさんとして提出をさせていた

だいたものになります。 

0:02:04 すみません昨年いたしたものでちょっと当方の適不適がございまして出

し直しをさせていただいてございます。本資料で特段ご説明する箇所と

いうのはあれなんですが、 

0:02:16 昨年 24 日にヒアリングをさせていただいた、共通 0604にどういったも

ので 1回なり、各申請回ごとに対象条文にするかと。 

0:02:27 いうことの整理の考え方を踏まえまして、第 1回の申請対象ということ

を明確にしたということでございます。 

0:02:36 あとは、4ページ以降に最小の表がついてます。後、 

0:02:42 10ページですかね、101011ページ、10通しページ 11ページ以降にＭＯ

Ｘの表がついてまして、第一課の申請最初の有無という文章は以前出し

たものは、 

0:02:54 今ひとつちゃんと書いてなかったところは書き直してということで、修

正をさせていただいてございます。また添付書類の対象であるとか補足

説明資料に展開すべき添付書類の項目とかいうのは、 

0:03:09 今回の整理に合わせて一部拡充をさせていただいてございます。 

0:03:14 トピックスとしましてはボックスの方は、対象条文を以前言ってたもの

から追加をしてまして、すでにヒアリング内容をさせていただいてるも

の、もしくは資料を提出して本日のヒアリング対象になっているもので

はありますが、 



  

0:03:28 12ページにあります閉じ込め 10条、あとは 14条の安全機能を有する施

設、これは以前、対象外だというお話をしてましたが、閉じ込めの方は

限定された区域に閉じ込めるという境界が正しく建物になりますので今

回の申請対象とすると。 

0:03:44 いうことと、第 14条の安全機能を有する施設については館野の、 

0:03:49 設計総務部数が安全機能を有する施設側、対象になりますし、また今回

の第 11 条とかの葛西と狩野設備の設計の前提になるものも、 

0:04:00 すべてこの第 14で大きくなるということで、対象ということで整理を

し直させていただきましたということでございます。説明は以上になり

ます。 

0:04:12 議長。 

0:04:14 ただいまの説明について 

0:04:15 ショーワから確認ございましたらお願いします。 

0:04:21 規制庁中です。 

0:04:23 じゃ、ちょっと私の方から。 

0:04:26 ちょっとざっと確認したいところについて、コメントをしたいと思いま

す。 

0:04:34 これ基本的な考え方がちょっと認識がずれてないかどうかなんですけれ

ど、 

0:04:41 先ほどの濃縮とのヒアリングと少し関係するところもあるかと思います

が、 

0:04:47 何が対象条文かな、どうかっていうのはその大枠の考えとすると。 

0:04:54 新たな要求事項はそれに該当する設備があればそれは対象である。わか

りやすくて、 

0:05:01 要求事項として新たなものがない場合なんですけどこれについて該当す

る設備があるかどうかっていうことであった場合に、 

0:05:12 その設備自体も全くいじってないということであればですねそれは全く

変更がないので対象。 

0:05:19 外貨等、 

0:05:20 仮にその設備自体を少しいじりましたとかいうことであればそれは、 

0:05:26 要求事項自体変わってなくてもそれは、改めて変わった部分について見

るということでそれは対象になると。 

0:05:34 何かそういう流れかと思うんですがそ、それはそういう考えでよろしか

ったでしょうか。 

0:05:41 はい。与儀西原でございます。 

0:05:44 レースんなる考え今中川さんおっしゃっていただいた通りなんですが、

ただ、前提はですねとは言えということなんですけども、申請対象に、

例えばですけど搬送設備みたいなものは、例えばそれも審査の、 



0:05:58 要求事項が変わっていなくても、当該搬送設備が申請する開示で、そこ

を出そうというのが前提でございますそういう意味では、第 1回に対象

という意味では、今回の再処理でいけば、冷却塔、目的は燃料加工建屋

ということを、 

0:06:14 基準に考えて、あとは前、それに付け加える考え方は今仲川さんがおっ

しゃっていただいた考え方を足して、対象条文を決めるということでご

ざいます。 

0:06:27 はい。 

0:06:27 出張中です。 

0:06:29 またはっていう、なんか。 

0:06:33 ていうような気もしますが、ただ、この資料をですね、ちょっと確認し

てですね。 

0:06:39 一番よくわからなかったのが具体的に言えばそのまま、まずはその、 

0:06:44 再処理側から言えばですね、資料で言うと 4ページになるんでしょう

か。 

0:06:49 それで、 

0:06:51 4ページから 5ページとですね 3角というのがあって、 

0:06:57 マルバツ三角の千葉三角ですね。 

0:07:00 三角は何かっていうところでそれが、 

0:07:04 ここ、後ろの方で、 

0:07:07 8ページぐらいかな。 

0:07:08 2、 

0:07:10 これは第 1回申請対象であって、 

0:07:14 要求事項の変更はなしというところで一応、三角はつけてるんですけれ

ど。 

0:07:22 三角自体が、 

0:07:26 申請対象である。 

0:07:29 言ってぎでこうくくられているんですが、 

0:07:32 例えばですね閉じ。 

0:07:34 4ページの閉じ込めの機能とかっていうと、 

0:07:39 要求事項は変更はありませんと。 

0:07:44 対象となる冷却塔ですかねこれ自体も別に何かいじってるわけではあり

ませんと。 

0:07:52 いうことであると、これは三角っていう、いうその申請対象。 

0:07:57 とは言えないんじゃないかと思うんですが。 

0:08:00 そこの参画をみんな同じですね、要は要求事項も変更がなく設備自体も

変更はないということでこれは、 



  

0:08:10 第 1回の申請対象外であるというふうに考えるんですが、そこはいかが

でしょうか。 

0:08:19 日本原燃志水です。閉じ込めの条文要求としては今回新規性基準で変更

はないものの、 

0:08:26 今回申請基準の中で、基本設計方針と新たに申請するという話がござい

まして、 

0:08:34 一応我々審査第 1回の申請対象である冷却塔というのは閉じ込めの条文

要求がありますので、その申請に合わせて、変更前に基本設計応援者を

申請したいというふうに考えておりますので今回三角ということで記載

させていただいております。 

0:08:50 市長の仲です。その点なんですけれど、その変更前に書くということで

エンコが変更なしということで何もないわけですよね。 

0:09:00 そうするとそれはその申請対象ではなくてあくまでも、 

0:09:04 記載の適正化ではないかと思うんですがそういう認識ではないですか。 

0:09:09 日本原燃清水です今仲川さんがおっしゃっていただいた通り、申請対象

に合わせて、記載の適正化の申請をさせていただいてるということでご

ざいます。 

0:09:17 はい。議長。 

0:09:19 そういうことは記載の適正化は申請。 

0:09:22 対象ではないという理解なんですけど、違うんでしょうか。コサクで

す。多分言葉じりのだけで、 

0:09:28 先ほどの件の回答のさ、語尾のう申請するということですっていうとこ

ろだけ外せばよかっただけだと。 

0:09:38 その先生の中で記載の適正化で変更前、書きます。以上っていうことだ

と思う。 

0:09:44 はい。 

0:09:45 今古作調査官からおっしゃった通り、語尾の問題かなとは思ってですね

だ。そうすると結局、8ページに書いてあるですねこの三角の定義の書

き方がですね。 

0:09:58 私としては何か適切ではないんじゃないかと思ってるんですが、ここで

いうともう明らかに記載の適正化で出した後、コサクです。 

0:10:09 なので、申請対象って書くのはやっぱりおかしいだろうっていうことで

あれば、第 1回申請に合わせて規制記載の適正化の対象とかっていうこ

とですよね。 

0:10:20 ということかなと。 

0:10:22 根井さんそこはそういう理解でよろしいですか。今おっしゃっていただ

いた通りの考えでございましてちょっと私の発言がちょっとよろしくな

かった。 



0:10:32 はい。 

0:10:33 そうすると、 

0:10:35 基本的な考え方はずれてないけど言い方が適切でないのでそこは適切

に、ちょっとこの資料リバイスというか、と、こういうことでもないん

でしょうが、適切に、 

0:10:47 そこは明確にわかるようにしていただくということでよろしいでしょう

か。 

0:10:53 4へのシミズです。はい。資料の方は適正化させていただきたいと思い

ます。 

0:10:57 わかりました。 

0:10:59 そうすると再処理でいえばそこら辺の参画は皆そういう。例えば 5ペー

ジ目の、安全上重要な施設もここも同様かと思うんですが、そういうこ

とでよろしかったでしょうか。 

0:11:11 日本原燃清水です。はい。その理解で問題ありません。 

0:11:14 はい。 

0:11:15 同じページの十七条の材料及び構造っていうのも、これも同じで、 

0:11:22 予定と同じでございます。 

0:11:25 ちょっと評価しているものから変更はございません。 

0:11:28 わかりました。そうすると、 

0:11:34 そうですね表のとこで気づいたところはそんなところで結局だから 8ペ

ージ目の、 

0:11:40 ここも文章の書き方だと思うんですけれど。 

0:11:46 例えばそのクロポツの上の方とかでも、 

0:11:50 変更がない事項として、何とか何とか何とか終わり。 

0:11:55 基本設計方針が変更ない旨を指名するで、 

0:12:02 （3）で第 1回申請の本文事項ってのもこれもあくまでもだから適正か

というところ。 

0:12:09 かと思うのでそういうところが明確になるようにしていただきたいと思

います。 

0:12:16 日本原燃清水です。わかりました。 

0:12:19 はい。 

0:12:20 それで、 

0:12:21 あとは、 

0:12:23 と。 

0:12:25 あとはＭＯＸの方なんですけど同じような感じで少しコメントします

と、そういう意味では 71。 

0:12:34 11ページ以降、ボックスが同じような表になっていて、 



  

0:12:41 こっちは再処理とは違って、若干設備変更というか建屋でいろいろと改

造なりをすると。 

0:12:50 いうところで若干再処理とは取り扱いが違うのかなとは、 

0:12:55 思っていてですね。それで、 

0:12:57 こちらも同じように三角が、 

0:13:01 幾つかあるんですけれど。 

0:13:04 例えば、12ページでその閉じ込めの 10条の閉じ込めの機能、 

0:13:11 何かが三角なんですけれど。 

0:13:14 これはだから、若干、 

0:13:17 欲求事項は変わらないけれど設備変更が、 

0:13:23 多少してるので改めてそれは十分適合性を見るということでの、 

0:13:29 申請対象という、そういう読み方でよろしかったでしょうか。 

0:13:38 はい。日本原燃志田でございます。そこへ、今最初にいただいた指摘も

踏まえて、ＭＯＸなりの整理は再度させていただきます。取り込みに関

しては要求事項に対しては変更ございません。 

0:13:50 第 1回の申請のめどクボタて自体は、 

0:13:56 何かの設計を一部変更してますけど使用表明に関しては 

0:14:00 変更はありませんのでそういうのも含めて変更なしかどうかの変更なし

とか記載の適正化の範囲かどうかっていうのを明確にした上で、この表

の書き方は再度工夫をさせていただきたいと思います。 

0:14:12 わかりましたじゃちょっとそこはあんまりまだ実態をどこまでの変更か

というところは、 

0:14:18 我々も把握してないのでそこは再処理と同じような考えで再度整理いた

だくとして、 

0:14:26 閉じ込めは 

0:14:28 検討中というところではあるんですが、 

0:14:33 13ページ目の例えば 22条の遮へいというのはこれは明らかに 

0:14:40 改めてやり直すというところでこれは 0かと考えますがそういう、これ

はこのままという理解でよろしかったでしょうか。 

0:14:57 はい。乳井西田でございます掲載も含めて今回出しますので、そういう

意味で 0ということでしてます。どっかこういう意味で先ほどＭＯＸと

しても整理をさせていただくと言ったのは、 

0:15:08 例えば先ほどの 55名ですと第 1回の対象でいけば、要求事項自体は変

更ないんですが、そのあとの第 2回以降の整理も含めたときに、 

0:15:19 いわゆる市共通の 04とかですね、03と 02か、許可の時の規則の変更

が、ログとかあと設計変更の有無とかっていう整理をしてですね。 



0:15:32 そういったもので要求変更はないけど設計変更ありますみたいなものを

どうやってこの中で表していくかっていうことの工夫も含めて、ナカム

ラ 1回だけじゃなく第 2回以降見据えてちょっと整理学をちゃんとした

上で、 

0:15:45 示させていただくような形で、工夫をしていきたいと思ってございまし

た。以上です。 

0:15:51 はい。規制庁仲です。何となくわかるんですがあくまでもこれ、 

0:15:56 第 1回がどうかというところなので、そこは第 1回での申請範囲との関

係でですね、 

0:16:04 変更ありなしは、次回というのもあるのかもしれませんけど、そういう

観点で、適切に考え方を改めるのであれば少し、 

0:16:16 整理いただいて、改めて提示いただきたいと思います。 

0:16:22 先ほどすいません 13ページのところ遮へいは結局だからこれも、 

0:16:25 要求事項自体は変更ないと理解していてだけど改造するからそういう今

の定義と三角なのかもしれませんけどだけど、 

0:16:36 申請対象でない。 

0:16:38 かどうかってことは申請対象であると。それから、 

0:16:41 2121条の汚染防止も、これも、要求事項は変更ないけれど、 

0:16:51 新たに少しいじったところで、 

0:16:54 改めて見るというところで、それは申請対象かという理解ですけど、そ

んな感じでしょうかね。 

0:17:03 はい。日本エリアでございます。そういう意味でいきますと 13ページ

の第 21 条汚染防止こちら要求事項に変更がなくて、設計変更もござい

ません。ただこの文章の後に、会計の通りで添付書類として発電炉との

比較も含めて、 

0:17:18 若干、設計変更はないけれども追加させていただくという意味で、要求

事項設計特に変更がないので三角と。 

0:17:26 第 22条の遮へいですが、これ申請の中でも明確にしてましたが、遮へ

いの、 

0:17:32 チームの部材の材料変更とかをやっています。科目というのは共通 03

とかに書いてあってそれとの関係で、丸と三角をどうするかと。 

0:17:42 いうこと。そういう意味で、これが要求事項だけの変更の有無というの

で丸三角をつけるのが、すべてをあらわしているかどうか物品も含めて

今のご質問に回答できるように整理をしたいというのが、 

0:17:54 今日のお答えをした趣旨でした。以上です。 

0:17:58 はい。技師長の甲斐です。ちょっと 

0:18:02 一声というところですかね明確にするというところの分類としては、申

請対象設備である。 



  

0:18:10 申請対象条文であるかそうでないか。 

0:18:13 あと、カテゴリーを作るとすれば適正化というところで、そういう部類

もあるか。それ自体は申請対象ではないというところを、 

0:18:23 明確に分類していただくというような、そういう理解でしょうかね。 

0:18:28 はい。乳井江頭でございます。はい。そういう形でさせていただければ

と。記載し、変更がないものについては記載の適正化をさせていただく

対象でということを明確にさせていただくということかなと思ってまし

た。 

0:18:41 はい。 

0:18:42 わかりました。あとはちょっと内容的な、対象状況であるかどうかと、

あと書き方の問題ですけど、 

0:18:49 10、 

0:18:51 11ページのところで、第 8条ですねＭＯＸのところの、 

0:19:00 12ページですか。第 8条の、 

0:19:05 外部からの衝撃による損傷の防止で、 

0:19:09 後段にですねまた重大事故等、 

0:19:13 対象施設。 

0:19:16 足達ですけど収納する建屋としての設計方針についても第 1回申請示す

と。 

0:19:21 ＳＡのことを書いてるんですけれどこれ自体はここではなくて、 

0:19:26 ＳＡ上の話として性条文に書くべきかと思うんですけど、そういう理解

でよろしいでしょうか。 

0:19:33 はい。弓削石田でございます。いくつか並行で走った弊害ですいませ

ん。生死先週、 

0:19:42 ですかね、お話をさしていただいた、整理の考え方でいきますと当然全

部切り離されましたので、八条に古賀会長がおかしいということです

ね、修正を適切にさせていただきたいと思います以上です。 

0:19:55 はい。規制庁仲です。多分添付書類上のいろいろな統合の関係でこうい

うふうになってる。 

0:20:01 可能性ありますけど一応ここは条文の整理ということで、そこは条文に

あった。 

0:20:06 ○×三角の理由を記載いただければと思います。それから、あとは、15

ページのですね。 

0:20:16 第 29条の、 

0:20:19 ＳＡ火災なんですけれど。 

0:20:22 これ自体がバツというふうになっているんですが、 

0:20:26 何となくですね 



0:20:30 国庫はＤＢ上は一応火災ということを今回区画としての 0というところ

で、 

0:20:38 しているということ等あとは 30条で、重大事故対処設備ということも

あるということにしている。 

0:20:46 ことを考えるとですね。 

0:20:48 29条自体も、これが 0なんではないかと思うんですがそれ、そこはいか

がでしょうか。 

0:20:58 はい。日本原燃石原でございますはい。今ご指摘のって、ちょっと整理

が上手く追いついてなくて申し訳ございません。 

0:21:07 おっしゃっていただいた通りかと思います。 

0:21:10 Ｗｉｓｈすいません。 

0:21:13 おっしゃってる通り今回の火災の条文の別紙シリーズの整理でどこまで

を対象にしているかの整理の結果とリンクするかなと思いますので、 

0:21:25 そことの整合を図る形で、記載の適正化をさせていただきます。 

0:21:35 はい。何が言いたいかというと今回第 1回の対象として別紙河西別紙 6

の中で、 

0:21:41 第 1回の範囲に重大事故対処施設の火災区画とかの設定の話を、第 1回

の対象にしてますのでそういう意味ではおっしゃった通り、おっしゃっ

ていただいた通り、今回の対象で 0にならないといけないところかと思

います。以上です。 

0:21:54 どこかと思います。どうぞ。わかりました。まず、 

0:21:59 わかりました。あとはへえ。 

0:22:04 あと細かい点だけですけれど。 

0:22:08 1点だけで、資料 8、資料資料の 9ページ、9ページの、 

0:22:20 各年括弧片括弧 2の仕様表というところでですね、 

0:22:29 ページ、 

0:22:38 9ページの一番上ですかね。 

0:22:41 それで、指標は何をするかというところで安全で委託整備客等にかかる

と言っていてここの頭っていうのは、 

0:22:51 竜巻防護も含めてという、 

0:22:55 内訳ということでよろしいですか。 

0:22:58 日本原燃清水です。おっしゃってる通り頭の中には、飛来物防護ネット

と相川が含まれます。 

0:23:06 はい。規制庁仲です。そういうことなんだろうと思いますけど、何とな

く、 

0:23:11 安全冷却水冷却塔といって結局ここで何が対象なっちゃう。ちょっと明

確にしといた方がいいのかなと。 



  

0:23:18 思っていてですねここの資料の中で 

0:23:22 冷却塔等っていう場合と冷却塔しか使えない部分とか、だけど配管とか

竜巻防護システムとか何かいろいろとですね、部分部分によって、 

0:23:33 ちょっと書き方が違ってるので、何を対象するのか明確にするのであれ

ばここは明確に書いといていただければと思います。 

0:23:43 原燃清水です。了解いたしました。 

0:23:46 はい。規制庁野中です。とりあえず、 

0:23:49 のコメント、私からのコメントは以上です。 

0:23:53 他の方に会話お願いします。 

0:23:57 生協の田尻です。大きく 2点。まず 1点目が今 9ページを開いていただ

いたと思うんで 9ページ。やっぱ確認になるんですけど。 

0:24:09 応援のところでなんですけど、今回その他の説明書のところで下線が引

かれていて田島形の配慮説明とか、運行の書かれているところなんです

けど。 

0:24:18 だから、若干今まで聞いていたのと説明書の階層が一緒なのかどうかっ

ていうのがよくわからなくなってきていて、実用炉とかで言うと、自然

現象の説明書の中 2竜巻配慮だとか、火山配慮とかそういうのがぶら下

がる 

0:24:31 という形のイメージを持ってたんですけど。 

0:24:34 ここで今の自然調節名称と横並びで竜巻への配慮に関する説明書とか今

書かれてるかと思うんですけど 

0:24:41 書類全体の構成っていうのは、今どうなっているんでしょっていう。 

0:24:47 はい。日本原燃社でございますそういう意味ではそうですねおっしゃっ

ていただいている通りで、最初に施設加工施設情報等のこの自然現象等

による損傷の防止に関する説明書が、 

0:24:58 大矢久米トップバッターになってこれが一番上にいます。その下の階層

に立つなければ医療、この間、話をしてこの、 

0:25:07 二つの間に、自然、その他の自然現象に関する対応に関する説明書って

のを入れ込もうと思ってますが、それと火山外部火災っていうので続く

感じになってますので、 

0:25:19 そういう意味でいくと、これが並列になってるのは確かにおかしいです

ね、自然現象に関する説明書と津波とか、とじ込みは並列になりますけ

どその前にあるやつは、 

0:25:30 内数だという感じだと思ってます。以上です。 

0:25:35 ちょっとタジリつうん。なんでこれ要はな内数っちゅうか多くは自然現

象説明書が言って将来どこを超える形で竜巻への配慮とか、今実用に近

いような形の、 



0:25:46 階層構造がとられていると思えばいいんでしたっけ。対象構造は変わっ

てないでいいんですよねとりあえず今、 

0:25:53 はい、乳井西田でございます階層構造は変わってません。はい。 

0:25:58 そういう意味でいくと今までの説明。 

0:26:00 階層になるちゃんとなるように変えますと言った通りになってますので 

0:26:06 それに合わせて書き直す必要があるかと思います。以上です。 

0:26:10 成長タジリ数だけ名前明確にするだけ書いてみたら階層が起こりづらく

なったっていうことで理解します。カイシャコウのここは資料だとかわ

かんないけどどっかで 1綺麗に 1回示していただいた方が認識合わせと

いた方がいいんじゃないかっていう気もしないではないので。 

0:26:26 あんまり変えられてないということなんで、多分そんなずれではないと

思うんですけど今後よろしくお願いします。 

0:26:34 はい、日本イシダでございますはいちょっと他の補足どこかでお示しで

きるようにちょっと整理をさせていただきます。 

0:26:43 一応タジリ数も、補足っちゅうか添付の構成なんて本来添付の頭のペー

ジ見れば書いてあるべきじゃないかとかはいろいろあるんですけど確か

に今、補正をいきなり出せるわけでもないとは思うので、何らかの形で

示していただければと思います。 

0:26:57 鈴木はちょっと認識の確認に近いものになるんですけど、資料で言うと

5ページ目。 

0:27:13 成長度ですけど最初のこの安全避難通路第 10、 

0:27:18 けど、 

0:27:21 それ右下 5ページ目です。 

0:27:25 判然 4月クドウに関する認識合わせなんですけど。 

0:27:29 一応安全避難通路自体の規則の要求って意味で言うと、加工施設に、個

人で再処理施設に避難というのを設けなさいよ。 

0:27:38 三、四ぐらいの話なんで。 

0:27:39 とらえていつでも謳おうともうたわれちゃうたい話ではあるんですけ

ど、今回懲罰という形にしているのは、 

0:27:47 ここに一応書かれてはいるんですけど、建屋とかそういうのに紐づいな

い。 

0:27:50 なお、今回の対象が屋外設備だけになっていて、そこんところで今回こ

いつを対象にするかっていうとそこを避けたと思っておけばいいですか

ね。 

0:28:00 日本原燃清水です。今仰っタジリさんがおっしゃっていただいた通りで

ございます。今回屋外設備の冷却等々が対象ですので、本庄部について

は、避難通路内照明設置する建屋とセットでは、申請したいと思ってお

りました。 



  

0:28:15 ちょっとリリースをそこのタイミング出そうと思えば出せるところでは

あるけれど、より建屋とかと合わせて出した方が具体のものも合わせ

て、 

0:28:24 1回目では出します。 

0:28:34 長田尻です。一応自分からは以上ですけど他規制庁側から何かある方お

られますか。 

0:28:45 規制庁仲です。 

0:28:48 ちょっと今日こういうですね、対象条文の整理というとこら辺も結構、 

0:28:55 以前あった 6月ぐらいだったんで、結構、少しまた改めて見ていろいろ

と 

0:29:03 並行的にですね 00シーズンをやりながらやっていく必要があるかと思

っていて、結局、 

0:29:11 す、最初の方で少し議論していた、 

0:29:16 条文で言う記載の達成かというものについてですね。 

0:29:21 今そのスケジューリングを見るとこういうものについても第 1回で、00

シーズでやっていくようなものも、 

0:29:28 例えば閉じ込めとかですね、材料予備工場ですかね、こういうものが、 

0:29:35 先日は 

0:29:36 ヒアリングの進め方の使用日と対象条文ということで、 

0:29:41 記載されてこれも 00シリーズを見てるような感じではあるんですけど

これは、 

0:29:46 第 1回目で、ちょっとヒアリングの対象としてこのまま進めていくとい

うような理解でよろしいんですか。 

0:30:04 はい。日本原燃志田でございます。記載の適正化の範囲であることは、

今ご確認をさせていただいた通りだと思ってます。ただ基本設計方針と

しての書き方というか 

0:30:18 そういったものを、他と違って、も良くないところもありますんで、そ

こを合わせて確認、事実確認とかヒアリングの場でやらせていただけれ

ばと思っていたところでございます。 

0:30:29 ということを前提に今、もうスケジュールを組ませていただいてたとい

うことでございます以上です。 

0:30:37 はい。規制庁仲です。多分適正化って第 2回第 3回以降もいっぱいあっ

て、2回 3回以降はそれはもちろん関係は今回あんまり関係ないものは 

0:30:49 どっかでやるんでしょうけれど、それは、 

0:30:52 後の 2、3回であればそこでやればいいですねと。 

0:30:56 1回目はだから 1回目に関係するようなものの条文はそれはそれで適正

かというところでの、 



0:31:04 ヒアリングをしてもいいかと思いつつ、何となく実成立が伴わないもの

での記載の適正化の 00シーズのヒアリングというのも、どこまで行為

があるのかっていうところがあったんですが一応あれですか。今、 

0:31:19 進めようとしてるものは第 1回、もう申請対象設備と関連があるものと

して、記載の適正化としてヒアリングしていくと。 

0:31:28 いうことでよろしいでしょうか。 

0:31:30 はい。日本原燃志田でございますスケジュール、この間ご説明させてい

ただく通りで考え方としてはまず第 1回の申請対象条文の案に関係する

運営の別紙シリーズを、 

0:31:41 まずやらせていただくということで、第 2回以降の申請対象になるもの

についてはその申請開示までにということの準備データ、進めさせてい

ただくということかなと。一旦、後ろに置いておくという形で考えてお

りました。 

0:31:56 それで、ヒアリングやらせていただくにしても、第 1回の範囲というこ

とに限定した形で実施させていただければと思ってました。 

0:32:08 第 1回の範囲ってのはその申請対象としての範囲という理解でいいです

か。すいません。ちょっと繰り返しなりますけど。 

0:32:17 はい。 

0:32:23 わかりましたと、とりあえず、はい、理解しました。 

0:32:28 日本原燃志田です。そういう意味では、先ほど私、 

0:32:32 都丸さん加来はマルバツあるとしても丸と三角の書き方を整理させてい

ただくと。 

0:32:38 お話させていただきましたんでそこでその条文の位置付けをはっきりし

た上で、それをどう取り扱うかという時はその時にお話をさせていただ

ければと思います。 

0:32:49 電気適正化の範囲についてはあくまで記載の適正化である以上は、戸田

としては、事業者として私文書を作って、申請をさせていただくという

のも一つの小集団かもしれませんので、 

0:33:01 そういう方法をとるかどうかも考えた上で、示させていただければと思

います。 

0:33:06 市場の中ですからそこは考え方の整理をした上で進め方もその時点で、

相談ということと理解しました。了解しました。以上です。 

0:33:22 院長清水です。他共通 08の資料について規制庁側から確認ございます

でしょうか。 

0:33:34 規制庁志水です。特にないようですので近年問題なければ次の資料に移

り、 

0:33:43 説明をお願いします。 



  

0:33:46 はい。乳井西田でございます。次は、安全機能を有する施設の資料のシ

リーズになります。安全機能を有する施設 00－02、リビジョン 3という

ことで昨年の 12月 23日提出をさせていただいたもの。 

0:34:04 あとは個別の補足説明資料としてＵ010203というものを出させていただ

いてございますこれは 1月 7日に、三つの資料を出させていただいたと

いうことでございます。 

0:34:17 説明としましてはまず、案 20002、 

0:34:22 レビジョンさんの説明をさせていただきたいと思います。スケジュール

の話の時にも、説明をさせていただきましたが記載の様式等でも、 

0:34:33 精査につきましては、それで今の竜巻等の外部衝撃でやっているものを

この後、順次反映していくと、経済の最新のルールに従って記載はして

ますけどもそういったものが、 

0:34:43 一部残る可能性があるということを前提に、本日ヒアリングをさせてい

ただきたいと思います。 

0:34:49 安全機能を有する施設、0002でございますがこちらもご確認をさせてい

ただきたいトピックスとしましてはまず 

0:35:01 6ページから 25分の 1ということで安全機能養成施設本体の別紙 1がご

ざいます。 

0:35:11 その間ですね。 

0:35:12 ええ。 

0:35:14 ページでいきますと 34ページ以降に個別項目成形施設等ということで

順次網第 14条にを、別紙シリーズとして個別の施設を、 

0:35:27 個別項目の基本設計方針を並べてございます。構成としてはこの形でご

ざいまして、以前もお話をさせていただきましたが、 

0:35:37 個別項目としては、事業変更許可申請書に書いてある設備の項目。 

0:35:43 いわゆるページでいきますと、非常に細かい施設まで、58ページとかで

すね、圧縮成型設備とかですね。 

0:35:52 順次それにしたがってすべての設備に対して書かさせていただくという

ことを、展開をしてございます。こんな形で整理をさせていただいてる

ということでございました。 

0:36:04 あと 

0:36:08 6ページ以降の本体側の方へ、以前、パワーポイントの形ではございま

したが整理をさせていただいて、いただいた案に関する設計方針を展開

をして、 

0:36:20 整理をさせていただいてるのが現状でございます。吹き出し等で書いて

ることは今まで見るに従って展開をさせていただいているということで

ございます特段追加の説明はいたしません。 

0:36:32 す。 



0:36:34 34ページ以降の方の個別の項目につきましてはそれぞれ、許可の本文を

参考と展開しながら、アボ設備を変えていくということと、 

0:36:45 個別の設備の構成書くために添付の内容を展開をしたいということで整

理をさせていただいてございます設備ごとに括弧書き方を統一して、 

0:36:55 それぞれ展開をさせていただくということで整理をさせていただきまし

た。 

0:37:02 これは別紙見る試算はこれまで他の条文でやっていた月収もですね、同

じような見解で整理をさせていただいているということでございます。 

0:37:12 すいません説明は以上になります。 

0:37:16 あと個別の補足はそのあとにちょっと一旦、質疑の後にやりたいと思い

ます。 

0:37:25 あいうえの資料について、規制庁側から確認ありましたらお願いしま

す。 

0:37:32 規制庁田尻です。ああいう 00についてなんですけど、ざっくりとした

ところだけちょっとこの場の方までしてキシノる精査してくださいねと

いう意味でなんですけど。 

0:37:48 に関して言うと別紙 1でどうこうっていうよりも、ちょっと後ろの方の

第 1回申請どうしましょうとかさっき新しい出てきた整形の話消せるの

話とか、 

0:37:59 ちょっと確認しなきゃいけないもいいのかなとは思っているところなん

ですけど。 

0:38:04 別紙 1、1ヶ所だけなんですけど、11ページ 

0:38:08 まず開いていて、右下 11ページ開いていただいて、 

0:38:13 考え方の整理だけなんですけど、今、許可本文ところに評価からの変更

点とかって書いてあるところのところで、 

0:38:22 圧力温度以外の環境条件については他条文に関わるものであると記載し

ないというのが書かれてはいるんですけど。 

0:38:29 この条文の位置付けなんですけど。 

0:38:32 何か、割と全般に関わるものを、いや重なる部分も含めて 1回変えてる

イメージを持ってたんですけど、設工認ではそういうのもしないという

ふうに整理したっていうことですかね 

0:38:43 なんか、どこまで綺麗にやっていけるかっていうところではあるんです

けど、要は自然現象系とかそういうのに関しては他の条文で書いてるか

らここでは書けませんよという整理をされているような気はするんです

けど。 

0:38:54 何かここの整理についてまず聞いていいですか。 

0:39:00 日本原燃の大澤でございます。今、少しおっしゃっていただきましたけ

ど、また許可の時全般論で記載している部分もありましたけども、 



  

0:39:09 施行においてはここの、 

0:39:12 記載の通りでございますが、卓上の方で展開している設計方針に関して

は、そちらに飛ばすということで、鮎川では記載しないというふうに今

回は整理させていただいております。 

0:39:28 長樽井です。そこから何が変わったかも含めて説明していただいた方が

いいかなとは思うんですけど、 

0:39:36 綺麗に頑張れば整理はできる気はするんですけど、何か、要は今まであ

る程度ラップしてるというところをラップさせないようにするっていう

と、何か抜け漏れとかは生じないかっていうところ気にはなるんですけ

どそういうところも含めてこれでやっていく方針にしてると今思っとけ

ばとりあえず良いですかね。 

0:39:57 根拠的にはそのご理解で大丈夫ですが。 

0:40:03 他から何が変わったかっていうところに関しましては、 

0:40:08 許可Ｄは確かに網羅的に通って書いてたんすけどそこが確かに 

0:40:14 ここでは本当に全部拾われてるかっていうのは明確には見えないように

はすいませんなってはいるんですけど。 

0:40:19 ここの吹き出しで飛ばしますよっていうところで基本的には整理させて

いただければと思ってるんですが。 

0:40:25 そういった回答でよろしいですか。 

0:40:30 規制庁田尻です。今せっかく実用炉と比較をして、実用炉のところでは

当然必要だって静意見書カイツイとか他のところにも書いてあるけどこ

こでは一応全般の環境条件として 1回書きましたっていう手をとってい

たので、 

0:40:44 何か話はとりあえず行かずに頑張って分けますよっていうし、こんなと

ころのロック。 

0:40:58 としては、 

0:41:06 日本原燃の橋田ですけどすいません今音声切れてるんですけど。 

0:41:12 私のご意見を聞きます。はい。ちょっと音聞こえてますか。 

0:41:17 はい今聞こえてます。すいません。衛藤。 

0:41:20 要は何かっていうと、いちいちここから変えて何か頑張ってやる、何か

意味あるんですよねっていう頑張って綺麗にされること自体を否定をし

ようとも特に思ってないんですけど。 

0:41:30 何かあえてハードルだけ高く上げに行ったから、それでいいんですよね

っていうだ形なんですけどとりあえず綺麗に整理するんですってのは弁

明の更新ということで一応理解しとけば、 

0:41:49 田尻です。聞こえてます。日本原燃志田でございます。 

0:41:55 添付書類ある、展開をするにしてもですね今ご指摘の点もう一度すいま

せん整理をさせていただきたいと思います。 



0:42:02 分析方針ですべてを上に、ＩＡＥＡでうたう個別部隊を添付で展開する

ときにこの部分については、別の添付書類で説明しますよっていうの

は、非常に整理としてはありな気もするので。 

0:42:14 譴責表示でどこまで具体化して分解しますかっていうのが、果たして本

当にいいのかどうかっていうのはいま 1度ちょっと整理をさせていただ

きたいと思います。以上です。 

0:42:23 規制庁タジリです。安全機能を有する施設の条文に関しては、許可の時

からなんですけど、こいつ。 

0:42:31 個別項目のある意味横串みたいな位置付けになっていて、割と広く書い

てるのが多い条文かなというふうにイメージを持っていたので、 

0:42:39 施工みんなで綺麗に分けたいんですっていうところをぜひしてもしない

んですけど。 

0:42:44 綺麗に分けるとすればするほど、あれここんところ消えなかったとかそ

んな話をしなければいけないリスクもちょっと多少あるので、その点も

含めて精査をいただければと思います。 

0:43:00 規制庁田尻です。次に行かせていただいてなんですけど、私は別紙 1だ

と、何か。 

0:43:08 ＳＥチームで私の後ろの方が確認しやすかったの後ろの方に行ってしま

いたいんですけど。 

0:43:14 すいません。何かよくわからなかったんで確認ってやつが一つあるんで

すけど。 

0:43:24 ちょっと今資料が消えてしまったんでちょっと待ってください。 

0:43:32 跡地まで一遍に復旧するんですけどその間に 

0:43:35 別紙 4のところで、 

0:43:38 全部比較してると思うんですけど、途中のところで何か、10ページぐら

い火災の話がずっと続いてるところがあるんですけどあれって何か意味

ありますか。 

0:43:49 はい。日本原燃石田でございますあれですよね。 

0:43:54 本設計方針の火災が全部書いてあるところですよね。 

0:43:58 規制庁タジリですそうですね本文も．もう書いてあって実用炉と何比較

してるのかもわかんないのが朝日じゃないところも含めてなんですけ

ど、今言った実用と何比較してるかわかんないのがずっと続くところが

あって、 

0:44:11 あの辺りっていうのは何を示したいんでしたっけ。 

0:44:16 はい。井上志田でございますすみませんそこが、うまく整理ができてな

いところだと思ってまして比較したいところだけをピックアップして、

本来これ仕様な比較対象にしますんで、関係ないところ全部削ってです

ねほんとの比較をしたいところをピックアップして、横に並べて、 



  

0:44:34 整理をさせていただきます。 

0:44:37 というのがまだ十分できてないですちょっとここは図面で的確整理して

もご存知の通り発電所が重大事故体制チームの構成に合わせて、 

0:44:47 添付書輪を構成しているところもあるので、うまくマッチングしないと

ころは、対象の比較対象にしない状態にして、うまく一対一に並ぶよう

な整理をしたいと思います。 

0:44:58 旧設計方針、どこからが危険性経営者住宅で火災を並べているところを

ちょっと書き過ぎなところになりますんでご覧なさい本来預けるべきと

ころはちょっと逼迫の仕方をうまく整理させていただきたいと思いま

す。以上です。 

0:45:13 長タジリつ正義をいただければと思うんですけど。 

0:45:17 それで 

0:45:18 ちょっと入るだけやってないで 190。 

0:45:21 203ページぐらいかな。 

0:45:30 ごめんなさい 217ページ、右下 217ページぐらいのところからなんです

けど。 

0:45:37 あかん。 

0:45:38 基本設計方針に火災防護設備って書いて添付書類改定 0は単一設計が書

かれていて、記載される部分を精査されて、削って何かが残るのかもし

れないんですけどここで何が書きたかったんでしたっけ。 

0:45:56 コサクですけど、田尻さん、今質問って繰り返してます。 

0:46:01 さっきは具体的な場所を言わなかったから、ようやく開けた。 

0:46:07 規制庁タジリです。今石原さんの回答が長い。 

0:46:11 何か場所を絞ってという話だったんですけどそもそも、基本設計方針の

本文事項でいうと、この条文と全く関係ないようなところはずらずらと

10ページぐらい書かれていて 0．ツガネコサクです。だからそれって田

尻さんさっき話をしてて、 

0:46:26 そういうことだと思うんでして、回答がすいませんいまいちよくわから

なかったんでもう 1回聞いてるという意味になります。住吉委員。 

0:46:33 日本原燃志田でございますページ 217ページでいくと、すいません整理

が上手くできてない県が 2点あって、その他加工施設も含めて 1年案件

では、一通り項目を立てた上で、 

0:46:48 他の検討不具合は真ん中の教育書に書いてある他のというふうに振りま

す。その時に基本設計方針をただ並べるとですね、全く比較対象のない

ような基本設計方針が変わりますんで本来この加工。 

0:47:02 火災防護設備の基本設計方針を、左側に図が並べるのはちょっと 

0:47:07 比較の何を比較したのかわからないんでちょっと、今は 1だったと思っ

てますのでちょっとここ、修正しないといけないと思ってます。 



0:47:16 あとは 217ページにもう一つは添付書類の発電所の添付書類、これ上か

らずっと続けて、単純にただいま並べてるんですけどあの順番の項目で

ここに対する設計が来てるだけで、 

0:47:29 本来この横に並べるべきものが何なのかっていうのをちゃんと整理でき

てなくてたら単純に、上のページから続いて書いてるだけなんですね。

そこがそれぞれのタームで比較すべきところをボックスで持ってくるの

に何なりして、比較できるような形にすると。 

0:47:46 ない場合は比較対象は言いませんという整備が必要だったと思ってま

す。すいません以上です。 

0:47:55 コサクです。 

0:47:57 私もちょっとよくわかんないんで、教えて欲しいんですけど、火災防護

設備を変えたこと自体は個別の話なので、この範囲って全体にかかる

の。 

0:48:07 には対応不可。 

0:48:09 適切ということだと思うんですけど。 

0:48:12 一方で何でこれ持ってきたのか。 

0:48:14 何を話したいのかっていうところは説明いただいた方が次の作業のイメ

ージがわくんですけど、どういうことですか。 

0:48:32 補足ですけど聞こえました。はい。宮城西田でございます。ちょっと整

理が十分できてないかもしれません 20ページから個別項目が続いてま

す。 

0:48:46 添付書類 9等、1.7、譴責用紙の個別項目で書いてあって添付書類は 1

件系統ごとね。 

0:48:56 設計上の考慮と書いてあって、次に 1.7．1成型施設会計の公務、いわ

ゆる設備区分ごとの間瀬添付書類の書き方という意味で、 

0:49:07 各エムスの取扱施設貯蔵施設を比較しながら何を書くべきかというの

を、比較をしながらやるというのがもともとの発想だという理解なんで

すけども。 

0:49:19 やはりこれをそのままだけですね。 

0:49:22 企業（1）機能があって順番に機能の次が、多重性多様性独立性って 206

ページから始まってっていうこの項目を抜くことによって、 

0:49:32 丸々文章がずっと来るんですけど、これ。 

0:49:36 企画したいという意図から完全にずれてしまっていて、 

0:49:40 ここを本当は企画すべきは共用の話とか、昨日の話とかをどういうこと

を書くべきかというところを比較してピックアップして、大綱に並べて

いくということかなと思ってます。 

0:49:54 コサクです。そうなんですけど。 



  

0:49:56 その時にですね、今言った共有の話云々っていう、そもそも個別項目に

書くことなんだ。 

0:50:03 いうことがあって、共通で書いてあればそれで終わりじゃないかってい

うようなところと、いやいや個別でも書く必要があるんだって書くとき

にはこういうふうにしたいんだという花Ｃをちゃんと整理しないと。 

0:50:16 この作業が何だかわからないし、どういう判断をしていいかもわからな

いっていうことになると思う。 

0:50:22 ですね。 

0:50:23 その辺り、どう、どこまで話ができてるのか。 

0:50:27 ていうことなんですけど。 

0:50:28 いかがでしょう。 

0:50:36 日本原燃の大沢です。今の、例えば共用の話でいきますと、町心の構成

ともあわせてる部分があるんですけども、この系統施設ごとの設計上の

考慮っていうところで、 

0:50:48 一通り 

0:50:50 はい。それと安全機能を優先して知らないすけど、安全機能を有する施

設で、全体方針として共用と書いたものの個別の設備をここで拾ってあ

るというところで、 

0:51:02 ボックスも同様の整理で共用に関してはここでまとめたいと。 

0:51:07 いうような考えでございます。 

0:51:22 はい。コサクです。すいません。そうすると共用の話だけ抜けばいいっ

てそういうことです。 

0:51:36 衛藤日本原燃の大澤でございます。えっとですね共用以外に関しまして

は、 

0:51:42 それを安全機能。 

0:51:45 いうところで 

0:51:46 この添付書類の系統接合等のコールまず機能と先ほど共用っていう話

と、 

0:51:53 あとは並べてまして。 

0:51:56 あと、これは弊社独特になるんですけども、許可の 1講堂の方で 

0:52:04 いろいろ設備に関して詳細に記載させていただいておりましたけど、 

0:52:08 そちらで基本設計方針として拾いきれなかった部分。 

0:52:13 ていうものもですね 

0:52:16 204ページに下に 104ページでちょっとお話しさせていただくと。 

0:52:24 （2）主な構成っていうのが今回建屋だけなんでちょっとピンポイント

になってしまってるんですけど、ここに先ほどの位置構造に変えて、基



本設計をし拾いきれてなかった部分っていうのを許可整合性の観点とし

ても合わせていただこうと。 

0:52:39 思っております。 

0:52:48 コサクです。 

0:52:50 何となく考えてる古藤わあ、考えてることはわかったってちょっと表現

が悪いんですけど。 

0:52:59 いろいろと考えて作業してることはわかりましたけど。 

0:53:03 その作業をしている考えがちゃんと示されてないと。 

0:53:08 どういう体系作業、 

0:53:12 書類を作ろうとしてるのかっていうことがこちらとして理解できなく

て、 

0:53:17 都度、 

0:53:19 ヒアリングでですねここはなんで書いてるんですかここは何で書かない

んですかとかっていうのを聞かなきゃいけない感じになっちゃうと思う

んですけど。 

0:53:29 そこはどういうふうに示していくつもりなのかっていうところは、何か

お考えになってます。 

0:53:37 はい。乳井西田でございます。そういう意味では特にこのですね、この

別紙シリーズを作るときに、どこで誰を役割分担で書くかっていうとこ

ろは、 

0:53:49 我々も議論をして作ってきたことなので、その考え方をちょっとちゃん

と書いた上で、この結果になってるっていう結びつけを、この別紙の中

でさせていただくということで、 

0:54:01 対応させていただければと思います。 

0:54:06 コサクですわかりましたそれで言うと、最初の話の時に、関係ないとこ

ろは抜きつつ、関係あるところに行き出してきてっていうような話だっ

たと思うんですけど。 

0:54:16 そのあたりでですね、何で関係ないのか或いは何で関係あるのかという

ことを説明を付記してもらえると。 

0:54:25 その説明の書きぶりにもよるんですけど、 

0:54:28 この書類でどうしたいのか。 

0:54:31 ていうことがわかるようになるかなと思いますし、 

0:54:34 特にこれは 

0:54:36 本来共通上、共通項目の方で、大枠としては対応する。 

0:54:42 内容についてでありつつも、それが個別にちゃんと展開できてるかって

いうところその展開状況を少し説明をするということでの添付書類に記

載とかってのもある。 

0:54:55 だと思うので、 



  

0:54:56 非常に複雑というか、複数考えなきゃいけない項目があると。 

0:55:02 いうことだと思いますのでその点わかりやすくなるように、記載、 

0:55:09 田尻さん、そんな感じ 

0:55:12 対応される等わかりやすくなるっていうことでいいですかね。 

0:55:16 規制庁鳥居さんありがとうございます。ここのページ、以前のところも

含めてですね結構、せっかく比較表なんですけど、何を目的にこの比較

しているのかって、単純比較 

0:55:28 だけ見ると、 

0:55:30 また何か関係ないもの並べてるようにもとれてしまうようなところが

多々あってですね、それがあってそれで一番研究のところでちょっと飛

びながら、チーム説明書として指摘させていただいたので、 

0:55:40 今おっしゃっていただいたように目的何なのかっていうところとかで、

当該部分がはっきりするような形で、目的意識と合わせて説明してもら

えば理解できるかなと思うんでよろしくお願いします。 

0:55:59 はい、乳井イシハラございます対応させていただきますすいません。 

0:56:06 長田尻です。添付シリーズはその指摘がでかすぎるで本文にちょっと戻

ってそこで別紙 6シリーズでし話した方がわかりやすそうだったら 257

ページすいませんようやく資料が復旧したんで 257ページ開いていただ

きたいんですけど。 

0:56:21 変更前後のところでまず考え方一つずつ聞いては行きたいんですけど。 

0:56:27 まず安全機能を有する施設において、今回多分創生の話と、内部発生飛

散物の話は対象外というようなことで書かれてる気はするんですけど。 

0:56:36 それじゃ、あと技術基準の条文でいうと、 

0:56:40 今回の申請対象条文何条として出してきてるイメージでしたっけ。 

0:56:47 何軟膏を除くとかそういうイメージで出してきてるんですかね。 

0:56:56 はい。乳井西田でございます大きくは十四条ではありますけどおっしゃ

る通り十四条の。 

0:57:02 そうですね。大分 8生産物とかがなんぼだ。 

0:57:08 清町谷井はい。参考でまだわかりやすいんですけど。 

0:57:12 これ、誤操作の綱領っていうのは、 

0:57:16 十四条。 

0:57:18 なんかここだけ単体で抜いたときの説明がしづらいなと思って見てるだ

けなんですけど。 

0:57:23 安全機能を有する施設なんで、これ一本の設計方針っていう意味だった

ら、別に個別のところは別として一般論だけの 1から 6とかまで全部述

べようと思えば伸びるのかなと思い最初は見てはいたんですけど。 



0:57:36 っていうのはこの後宗さんとこへご相談の交流については操作性の交流

の詳細設計の対象となる申請書で示すとかって話になってんですけど。 

0:57:45 だとするとそもそもこの条文で書く意味合いは、多分制御室とかそうい

ったところになってくる精油っていうのは、乾湿かなんだと、そういう

ところの話になってくんだと思うんですけど。 

0:57:55 だから、一連の流れの中でこの部分を除くって言った時に、この条文に

おいてのこいつの位置付けがよくわからなくなりそうだったので、ちょ

っと条文との絡みでの認識を聞いてみたかったんですけど。 

0:58:06 はいユニシアです。ただ今のんで、ここでいきますと操作性に直接絡む

ような、制御室等という条文がそもそも 

0:58:16 加工施設があり、条文がないものもありますけども、射程たり安全機能

養成施設っていう条文自体は広く一般の原則論も、 

0:58:26 条文としては対応している範囲になると思ってます。そういう中で、以

前から他の条文でもお話をさせていただいたように第 1回どこまで出す

んだというのが、 

0:58:37 方針として大枠で、 

0:58:40 ある程度動きをちゃんと言った上で、個別具体についてはその具体の設

備が出てくる時に示させていただきますというやり方は十分あり得るか

なと思いますんで、 

0:58:49 そういう整理もすいませんできてないところはありますけども今一度整

理をさせていただきたいと思います。 

0:58:56 規制庁田尻です。とりあえず整理を、 

0:59:00 持っていて先ほど麻生先生の話は先ほどお伝えしておっしゃる通り制御

室の業務面で結局じゃいつ出てくんだっていうところもよくわからなく

なりそうなのプラス、内部発生飛散物だと関係ないのかっていうと、 

0:59:11 飛散するかは関係ないんですけど。 

0:59:13 別に建物にぶつかって壊れちゃ駄目っていうんだったら別に設計方針謳

えばいいのにとかっていうのもあったりして、結局抜こうとした時に本

当に抜いていいのっていうセンサーがそれなりに大変だと思っていて、 

0:59:25 一般的な基本設計方針ぐらいの歌えるもうたってしまった方がいいんじ

ゃないかっていうのは何か前々から言ってきてはいるような気がしてい

て、で、 

0:59:33 この条文が特にややこしい行きはしていて他の条文っていうのは一つの

コードが二つの高度化のレベルなんですけど、中出こまごまとたくさん

分かれちゃってるので、どこで切るかってのは確かに難しいところはあ

るんですけど。 



  

0:59:47 個別具体の話であるとか説明書レベルのやつを後に飛ばした上で、1回

基本設計方針全部田内もできなくはないのかなという気がするのでその

点も含めて検討いただければと思います。 

1:00:00 はい。乳井西田でございます。はいおっしゃっていただいたことを踏ま

えて、再度整理をさせていただきます。 

1:00:08 確かに内部発生飛散物も加害者じゃなくて被害者のことを考えて今整理

をしようとしてましたから、設計がどちらが良いかというのは加害者側

の設計でしかなくて、 

1:00:20 被害者との位置関係を説明しますけど、 

1:00:23 加害者提案が猪瀬設工認の申請対象にならないような安重でもないよう

な設備がほとんどなので、そういうのは一体いつ出てくるんですかみた

いな話が確かにならざるをえないところもあるので、 

1:00:34 第 1回としてどこまで、共通的に書くかというのは、今一度整理をさせ

ていただきたいと思います。以上です。 

1:00:41 清田Ｇですよろしくお願いします。規制庁コサクです。ちょっとだけ補

足すると、 

1:00:47 今、伊勢原さんが言われたような問題があるので、だからこそ最初に出

しちゃった。 

1:00:53 最初に出しておけば、設工認対象外のものについてその配慮をもって対

応しますと。 

1:01:00 いうことが見えるようになって、 

1:01:02 ということで基本設計方針を使うっていうのが基本的な思想です。よろ

しくお願いします。 

1:01:10 はい。二本木イシダでございますありがとうございますそういう観点

を、当然考えた上でやらせていただきたいと思います。ありがとうござ

います。 

1:01:20 規制庁谷井ですよろしくお願いします。このページ、ついでちょっと細

かな話かもしれないんですけど。 

1:01:26 全戸まず変更前のやつがまたから。 

1:01:30 たりするんでそういったところは天災かもって気をつけてください。 

1:01:33 うん。 

1:01:34 例えば（1）も割と細かく入れる入れないを精査されてる気がするんで

すけど。 

1:01:40 ＳＡ除くものっていうところを省いた上で、僕施設の安全機能を有する

施設はこれであるっていう必要があるかどうかとかそういったところを

整理をされた上でこの 4行分だけ例えば（1）なら残してると思ってい

いんですかね。 



1:01:55 竜華ネシアでございます。そういう意味ではいろいろ他の条文でも、議

論をさせていただいてどこまでを反映するかというのが、住民、先ほど

の形式だけでなくてそういう考え方も十分反映できてない状態になって

ると思ってます。 

1:02:09 環境条件の考慮を当たり前に過去からしてたでしょっていう考え方も当

然ありうるところもあるので、そこ含めて、先ほどの整理の中であわせ

てさせていただきたいと思ってます。 

1:02:20 基本的にほとんどのものが、変更前にかけるんじゃないかなと。規格基

準に従ってやるのも当たり前っちゃ当たり前なので、そういうのも含め

てちょっと精査をさせていただきたいと思います。以上です。 

1:02:32 長田尻です。荒田田井っていただいたんで後の方も含めてそういったも

のになってるかなと思ってるので、そういった点精査いただければ。 

1:02:42 受けて、1点なんですけど今出た企画。 

1:02:45 ます。 

1:02:47 両方はわかるんですけどそっから先の 6行のところで、 

1:02:51 一般産業用工業品の話が委員会の話を踏まえたものっていうのはやっぱ

あるんですけど。 

1:02:57 なんかこれ、一般商品または設計上交換を想定してる部品みたいな話あ

るじゃないですか。これ別紙 1の方行くと、何かここも含めて委員会ペ

ーパーっていう雰囲気が出されてるんですけど。 

1:03:08 委員会ペーパーに書かれてたのは一般産業工業品として書かれてたイメ

ージなんですけど、ここ、言葉をつけ足したのか、同じ意味の言葉を並

べているのかどうかちょっとわからないです。 

1:03:19 はい。そこはすいません解説が十分じゃなかったんで申し訳ございませ

ん。一般産業交流費に係るものの記載の最後の方が、あくまで 

1:03:32 委員会メンバーを参考にもとにして書いてます。なお書きの一般消耗品

等のところですねすいません、私が出したんですけどこれ後程説明で改

革解決する使ってるところがあります。 

1:03:43 なのでそこはどういう前提でっていうのが、ちゃんと整理をしてかさ上

げ、解説を書かさせていただきたいと思います以上です。 

1:03:53 長谷井です。比較後の委員会ペーパーですって言って委員会ペーパーに

書いてないことを書いたところなので考え方に関して言うと商品力の考

え方も整理 

1:04:09 委員会ペーパーとか援用するようなところで、何か言ってないところを

書かれてしまうと一応こちらとしても、それは書いてなかったでしょう

と言わざるをえなくなるので、その辺も含めて必要な設備をしっかりし

ていただければと思います 

1:04:22 病原者でございますはい。すいません。対応させていただきます。 



  

1:04:27 規制庁田尻です。次、右下 258ページなんですけど。 

1:04:35 次のページです。 

1:04:38 ここも、 

1:04:39 ちょっと釈然セイリガクの確認になってしまうんですけど、ＭＯＸ燃料

加工施設Ⅱ、 

1:04:45 共用する 8ＭＯＸ線量加工施設内の共用、ここもさっきと同じですね怒

って変更内容なかったんでしたっけっていうのがちょっとよくわからん

ところがあるのでそういった点含めて整理いただければと思います。 

1:05:03 いや、はい、乳井江頭でございます変更前に書くものは、先ほどの整理

に合わせてすべて南精査をして、書き方整理をしたいと思います。 

1:05:13 長舘ですよろしくお願いします。 

1:05:16 僕はＣになるのが 263ページからのところなんですけど。 

1:05:23 263ページから個別項目の話が書かれていてというところになるんです

けど、今回ＭＯＸ燃料加工建屋が申請対象設備になっていて、推定施設

にそれをぶら下げますよっていう説明でこられてるかと思うんですけ

ど。 

1:05:38 これは何で成型施設にぶら下がるんでしたっけ 

1:05:41 別に被覆であろうとか組み立てであろうとＭＯＸ燃料加工施設の中だと

思っていて、 

1:05:48 高井今井って何で瀬谷の要は共通的な話だっていうのは今日大成建設の

前で訴えいい話とかではあったりするんですけど、成型施設のところに

おいても常に加工施設の、今回何階建てであるとかそういう一般構造の

設計の話をうたってたと思うんですけど。 

1:06:02 この整理について説明してもらっていいですか。 

1:06:05 宮城西田でございますすみません。令和強化のときの整理をそのまま受

けさせていただきました例えばに入るのはおっしゃる通り一番から 7

番、ある程度全部、 

1:06:19 その建屋に入るんですけども、申請書の中に出てくる施設のトップバッ

ターのやつに建物の設計の話を書かさせていただいてるとそのまま。 

1:06:29 持ってきて展開をしたということでございました。 

1:06:36 規制庁タジリです。この部分を直接、許可の時にやってはいないんです

けど、許可の時に整理しきってそうなったというよりは、とりあえずそ

の形で行ったというようなイメージを持ってはいるんですけど。 

1:06:48 この時の整理に於いて、一発目だけに変えて、二番三番とか、いや他の

施設等その建屋との関係性っていうのは何かどこかで、 

1:06:59 考慮できるというか繋がりがある。 

1:07:04 一番最初に、 



1:07:09 ユニシアでございます建物の構造自体が一番最初に出てくるところにぶ

ら下げる。 

1:07:15 それ以外の施設についてはその片方に入ってるということを制限して、

いうところで繋がりを持たせてました。 

1:07:24 清澄タジリです。お話だと、それで今回被覆施設が 2番目以降のやつが

なかったから、 

1:07:31 よくわからなかったところがあるんですけど、2番目以降の部分に関し

ても、ＭＯＸ燃料加工施設に係る記載が入っているっていう形等書かを

建屋に関する記載が入っているっていうイメージでしたっけ。 

1:07:42 日本原燃石田でございます。ただ、建物の中年齢加工建屋に収納すると

いう記載は、 

1:07:49 展開されていた時をこうしてます。 

1:07:54 清澄タジリです。前提の種別に伝えるどんどん広げてくれと言うつもり

も 1回自然の記載を広げてくれと言うつもりもないんですけど。 

1:08:02 今回の申請対象っていうのはどのように今回決められた案で 

1:08:06 いわゆる燃料加工た提案に関わる記載が今回あればいいということなん

でしたっけ、何かお話だとに対し 2ポツ以降の次回更新制というところ

にも、 

1:08:15 今回申請対象であれば僕線量加工施設っていう話加工建屋っていう話が

出てくるような気はするんですけど。 

1:08:22 今回に関して言うと、中に何入ってるかっていうのは後付でよくて、ま

ず、メインなものとして整形が入っていてそこの構造はこういうところ

であるっていうところまで謳うとかそういう整理です。 

1:08:35 はい。日本原燃志田でございます。そうですねそう意味で言うと 30別

紙 1というか 35ページにあるような、燃料加工過程の主要構造という

のが、成形施設側の頭の方で行っているのでこの部分、 

1:08:47 連絡あった点を、申請対象としてその購入申請をするという趣旨でござ

いました。 

1:08:59 規制庁タジリです整形で書いてるところを理解してるつもりで、そのあ

と以降の施設の絡みは、先ほどおっしゃってるやつだと他の施設ＭＯＸ

燃料加工建屋内ですよっていう話までは書かれるような話が聞こえたん

ですけど。 

1:09:13 そういったところに関しては要は、 

1:09:16 対象外でいいというよりは 1回目であえて明記するまでもないっていう

数字。 

1:09:21 はい。弓削西田でございます今は、1回目であえて明記する必要はない

ということで、対象にしてなかったということでございます。 



  

1:09:31 茶谷です。セイリガクだけではあるとは思ってるんですけど、一応だか

ら各個別項目の施設ごとに、電力アップ建屋との繋がりのある文書は入

っていますよと。 

1:09:42 今回第 1回申請対象として個別項目の共通設計方針どこまで書くかって

いう全員においては、 

1:09:49 あくまで今回の申請対象というのも国の加工建屋であって、或いはどの

施設がどこに入ってるかっていうのが重要というよりは、まずＭＯＸ燃

料加工建屋ってのがどういう構造でっていうところがメインになるか

ら、もともととかどこかのあれで成型施設においてその工場も含めて、 

1:10:06 語るような形になっているのでその部分だけを書いているとかそういう

話です。 

1:10:10 はい、宮城西田でございます今おっしゃっていただいた整理でございま

した。 

1:10:17 清澄タジリです。その場合においてもなんですけど今、263 ページとか

のところ、 

1:10:25 の話になるんですけど。 

1:10:27 ここじゃなくてもいいんですけど建屋の話っちゅうのが要はあと次回の

ところとの関係で、どこまで関連するのかっていうのが正直すみませ

ん。全く見えてなかったところがあって、 

1:10:38 あくまで今回建屋に絡むの設計施設なんですと言って成型施設の審査の

部分だけ書かれたものを出されてるイメージを最初持っていたので、 

1:10:45 今のお話だと、要は後のやつに関してもちゃんとリンクじゃないですけ

ど、繋がりを持てるような文章にするということを言われたんだと思う

んで、考え方みたいのってどっかでそれ理解できるんでしたっけ。 

1:10:59 要は、何でせ施設だけ今回出てきたんだっけっていうところが理解でき

る内容がどっかにあるとわかりやすいんですけど。 

1:11:06 はい。入園者でございます。そういう意味でいくと今回、263ページ

に、この縦軸で整理をしたのがありますんでこうなった理由は、 

1:11:18 このページの内海をつけて、整理の考え方を示させていただければと思

います。 

1:11:26 コサクです。 

1:11:29 ちょっと 

1:11:30 確かに何ですかね。 

1:11:32 新制度になっての規則の規定からいろいろと工夫したところ、 

1:11:39 づらくなってるということだと思うのであまり現に考えさせるというの

も、何かうまく申し訳ないので、お話するとですね。 

1:11:50 提案については各施設、格納しするように作りますということ自体は、

宣言がないと。 



1:11:58 建屋としての申請の審査っていうのはクローズしないと思うんですね。 

1:12:04 そうすると、成形施設だ形の申請ってなっちゃうと、 

1:12:10 ちょっと言葉足らずになる。 

1:12:13 と言います。 

1:12:14 で、いわゆる許可でもやってるように、 

1:12:19 建屋の構造をですね、2ポツ 3ポツ 4ポツ全部で書けということではな

いんですけど。 

1:12:25 少なくとも、被覆施設と組み立て施設等々が、 

1:12:32 燃料建屋、 

1:12:34 収納するような、 

1:12:36 ことで作りますということはわかるようになってる必要があるかなと。 

1:12:41 主、それを 

1:12:44 基本設計方針としてですね。 

1:12:45 書いてあるという必要があるかと思います。その時に、 

1:12:51 二つ、対応方針はあると思うんですけど。 

1:12:56 いっそのことを、2ポツ 3ポツ全部つけて、最初の 1分だけ。 

1:13:03 評価と同じように書いちゃうと、 

1:13:05 いうこと。 

1:13:06 それでないとすれば、成形施設で書くというところに、被覆組み立て、

もろもろの施設も職能するものですと。 

1:13:17 いうことを書く。 

1:13:19 いう。 

1:13:20 こと。 

1:13:22 次回で 2ポツ散髪を書くときには、1ポツで書いている通り、5分収納

しますと、というのはその新たな方針というよりは、もともと第 

1:13:33 1回のこの成形施設で方針立ててる。 

1:13:36 ところを、念のため、こちらでも書きますというだけという。 

1:13:42 意味合いの文章にするかと。 

1:13:44 いう 2種類だと思ったんですけど。 

1:13:48 原燃としてはどうお考えなんですか。 

1:13:52 はい。日本原燃石田でございます。 

1:13:57 一つは今お話をしていて、あと思ったのは、確かにおっしゃる通りで外

部衝撃の中で、竜巻防護対象施設はすべて燃料加工縦に収納するって書

いていて、それは誰かというと、成形施設以降のいろんな設備がみんな

中に入ってますってことをみずから宣言してるんですけど。 

1:14:14 そのもとになる施設側の記載がないのも確かにリンクがおかしくなるの

で、そういうのも含めると、 



  

1:14:21 変な文章を作る、というよりは許可の本文の記載の展開をしながら 2ポ

ツ 3ページの頭の文書がいける書いて申請をすると、基本設計方針とし

て示すと。 

1:14:33 いうことの方法でできないかということで整理をさせていただくという

のをまずやらせていただければなと思ってました。以上です。 

1:14:44 はい。補足です。宗の方が 

1:14:47 最終的なところって考えていいんじゃないかなと思います。その時にで

すね、この前の資料の話にも若干なるかと思うんですけど。 

1:14:58 個別項目の 

1:15:01 場所でおいてもそれのうちの一部分だけを申請すると。 

1:15:05 いうことになるわけですよね。例えば今の成型施設であれば建屋だけと

いうことですし、 

1:15:11 火災防護であれば、再処理である、あると冷却塔のところの感知消火、 

1:15:22 ＭＯＸであれば、建屋なので、構造物、構築物ですかね、のところだけ

と。 

1:15:28 いうことになるので、その辺りがわかるように何らか 

1:15:33 意向なのか注記なのかということなりで、どこかでわかるようになると

理解しやすいかなというふうに思います。 

1:15:42 あと、お願いします。 

1:15:43 はい、弓削西田でございますはい。ちょっと整理をさせていただきたい

と思います。ありがとうございます。 

1:15:53 規制庁仲ですけど、ちょっとこの話のついでで少しだけ確認したいんで

すけど、 

1:15:59 基本設計方針上の整理の仕方は、何か要は、 

1:16:04 いろいろと話をしていただいて何となくはイメージがついて、 

1:16:10 例えば仕様表とかってこれってどういう扱いになるんですかね 

1:16:16 多分、 

1:16:18 対象かどうかっていうと何か出てくるんですかね商標はその成形加工施

設という。 

1:16:26 与儀西田でございます。建物被害申請対象に今回使用表は建物の出資に

ついて仕様表が載るだけだということでございます。 

1:16:37 だからここで言ってる対象ってのはあくまで、新城の 

1:16:45 建屋に関連する中のものに関する方針を示すというところにとどめるっ

ていう、そういうようなイメージ。 

1:16:54 はい、乳井西田でございます。先ほどコサクさんからちゃんとどこの部

分的なものだということがわかりいいとおっしゃっていただいた通り

で、成形施設のうちの燃料加工建屋に係る部分を、 



1:17:07 示させていただくと、具になるというか、実際の設備自体はその設備を

出すタイミングで申請をさせていただくということで整理をしてまし

た。 

1:17:18 規制庁中です。はい。とりあえずわかりました。あと、 

1:17:23 今回示されてる資料で個別に設計施設に関する基本的方針と結構、 

1:17:33 許可の添付を結構引用してこう書いていて、 

1:17:39 定量感っていうのもあるのかと思ってこれ感想なのかもしれないんです

けど。 

1:17:45 何となく添付をそのまま持ってきて、ここまで細かく書き過ぎて大丈夫

かなっていうところは、 

1:17:51 あるんですけど、全部第二課以降こんな感じで。 

1:17:55 改革ような、これぐらいの程度で変えていくっていうことでよろしいで

すか。 

1:18:04 その工程としてのその、 

1:18:09 そこらへんの概要と、あとは設備的な。 

1:18:14 設計上考慮するところというところを最低限書くという五つ。 

1:18:19 何となく、添付レベルの細かいところまで書き過ぎてこれ一緒ですけ

ど、そこはどんな感じでしょうか。 

1:18:26 はい。弓削西田でございます。設備として何があるかというのは仕様表

になるものがありますが、いわゆる設備選定で 2Ａになるものもあるの

で、 

1:18:38 必要な設備は、ある程度ちゃんとここで明記をしようということで、考

えてました。あと 

1:18:46 記載の構成をですね、こういう構成でしますよとかこういう設計ですっ

ていう書くときに、確かに本文にあるものは、それを会計。 

1:18:57 本当に出てこないような 

1:19:00 初年度の設備としてどうしても 2としてエントリーを塩田鈴木縦に並べ

ると。 

1:19:05 若干違和感がどうしてもあるので、そこはユッカで並べて同じような構

成になるように店舗も持っていきたいと言う事でそれなりに工夫をし

て、 

1:19:16 やっているということでございます。以上です。 

1:19:21 はい。規制庁仲です。考えはわかりました。 

1:19:26 まず多分指標対象とかいろいろあるのかなと。終了退社今回書かないと

して、基本設計方針としての一応最低限必要だと思うところを一応、 

1:19:37 お考えのね、変えた結果がこうであると、そういうことであればそうい

うことで理解します。 



  

1:19:49 はい。規制庁田尻です整理をいただいてということかなとこの中ではそ

ういった遠く一番大きい話ではあったので、次に 164ページ右下なんで

すけど、次のページですね。 

1:20:02 ここもさっきの条文の方のやつと同じで、第 1回申請対象に関してなん

ですけど。 

1:20:09 二形成型施設とかなんて、 

1:20:12 既認可のときから何か変わったのがちょっとそれが変わってるだろうっ

てやつが多い中で、第 1回申請はこの部分だけですって言った時に、 

1:20:20 直ちに回目 3回目になると、前にもこの話他の条文でした気がするんで

すけど、変更前が何かまたどんどん増えていく変な記載が変な形になら

ないかっていうところがありますので、 

1:20:31 先ほど精査されるという話でこれも引き続き指導されるんだと思うんで

改めては言わないんですけど、どこまでお経を第 1回申請の対象にする

のか、タカナシ一部だったら全部書くんだったら書けばいいんじゃない

かとかいろいろあり得ると思うんでその点は精査いただければ。 

1:20:49 はい。乳井西田でございます。はい。以前のヒアリングでいただいた話

は十分理解をしてますので、あと変更前の日って続けるっていうのは、

蘇武も、 

1:21:02 制度上ありえないということをご指摘いただいたのを認識してますので

そこも含めた上で、ちょっと案件ごとにどうやって、変更、第 1回の範

囲にするかは、 

1:21:12 先ほどの整理に合わせて、精査をさせていただきたいと思います。以上

です。 

1:21:17 長武居ですよろしくお願いします。 

1:21:21 もうあともう 1個と 1とかに関してになるかもしれないんですけど。 

1:21:26 もう後ろの方の 270ページ。 

1:21:29 どう変更前後の表が出されていってで、これがどっちか。 

1:21:36 さっきのところで 1、 

1:21:38 土地改良します。 

1:21:42 申請処理ああいうふうに書いてあるわけじゃなくて、この資料におい

て、整理として考え方を書いてあるだけ。 

1:21:55 成長度述語とか、 

1:21:57 伊勢幹線、 

1:22:00 ちょっと一周フリーズしてしまいました私が、はい。 

1:22:04 項目立てた上で 

1:22:09 可決議会で示すという括弧を書くとしてたのが私の認識でございまして

すみませんまたもや様式が合ってないので、ここは竹澤谷津に合わせて

精査をさせていただきますどこまで。 



1:22:22 本来は 6名、丸井。 

1:22:26 267ページとかで整理しているものがそのまま申請対象として出ていく

という整理だったんですけど、そこも含めて、はい。様式の書き方なり

ルールは、 

1:22:37 他の外部衝撃とかとあわせて、展開できるさせていただきます。 

1:22:41 成長度ですなんて言ったかというとですね 

1:22:45 項目丸鳥谷様はこのページだけで申請が出されたら、この部分だけこう

変わったのねっていうふうにとれるんですけど。 

1:22:52 項目番号だけ書かれて、あと次回ってやると、変更前は変更前にしても

う存在してるはずなので、そこ。 

1:23:01 あえてもう気がわからんちゃわからん気がしたので、 

1:23:04 どの単位で書くのかっていうのを含めて整理されると、今おっしゃられ

たと思うんで、整理いただければと思うんですけどよろしくお願いしま

す。谷中最初このページみたいに整理したのかなと思ったんですけど。 

1:23:14 今のお話かと思いまで口頭でおっしゃったような話と、 

1:23:18 同じだったっぽいので、改めて整理して教えていただければと思いま

す。 

1:23:25 はい。日本原燃石田でございます。はい。 

1:23:30 私が今聞く昔の話かもしれませんけど、これ、火災のときに整理した通

りで同じような展開他でもしてるんですけども、例えば 269 みたいに括

弧であって、 

1:23:45 ここだと代表にならないのかな。違うな。 

1:23:49 今、1本 1とか（1）とか、 

1:23:55 葛西梅木と室井の経営ポツとかまで、加古駅で、変更前と変更後に何と

かの設備を出すときに出しますっていうのを括弧書きで書いてるんです

けど、あんまり。 

1:24:06 申請書としてそぐわないというご意見と思ったらいいですか。 

1:24:11 規制庁タジリです。 

1:24:14 変更申請今回の場合だと変更前後があって、この子をこう書きかえます

よって言われた時に、例えばさっきの、 

1:24:22 264ページみたいに、 

1:24:24 264ページに全体等店舗が書かれた全体と今回は書かれていて、 

1:24:29 この部分の 1、1ポツ 1以降は今回申請じゃないんで、 

1:24:34 援護としては変えて参りませんよって言われたら、今回は対象じゃない

から書いてもないのでというふうにとれるんですけど、単に今この項目

名だけ書かれて、変更の、 



  

1:24:44 要は前のところに中途半端に書かれたやつが出てくると、じゃあそれは

次回以降どう変えるのかっていう議論になるんで項目数がなかったらそ

の部分は今回の申請対象外なんだろうなというふうに 

1:24:55 かなという、 

1:24:57 なぜこの 1ポツだけを非常に切りはったのかなと思ってたんですけど、

ちょっとそうでもなかったみたいなんで、前例としての整理が別途ある

んであればそこを教えていただきたいんですけど。 

1:25:17 はい。与儀西田でございます。すいませんちょっと私も今頭の中で整理

できてなくてちょっとどうだったか、もう一度確認した上で、別途回答

させていただきます。 

1:25:29 おっしゃっていただいたことは理解しましたんで、構成含めて全体とし

て、どこが申請対象かがわかるような形でということも含めて、先ほど

の整理に合わせて、 

1:25:41 お示しできるようにしたいと思います。 

1:25:44 長田尻ですよろしくお願いします。 

1:25:47 これ、さっきの 2月、 

1:25:51 最後に書いてある。 

1:25:53 植竹。 

1:25:54 池戸。 

1:25:56 70 

1:25:57 170 

1:26:02 どうだったか記憶が定かでないところがあれか。 

1:26:05 石丸ですけど、再処理とＭＯＸの共用の話を、変更後という 

1:26:11 何も奥瀬においてもこういう 

1:26:13 よかったですね。 

1:26:14 再処理は今回、供用さしたと思っていて許可、 

1:26:18 ただＭＯＸは東証許可のタイミングでも共用で定義してたような気がし

ていて、これはへ。 

1:26:30 小阪です。前の話でもありましたけど、ちょっと頭の整理が必要かなと

思ってて、今田尻が言ったところも少し私は、 

1:26:42 改めて確認したいところあるんですけど、許可では、確かに、 

1:26:48 今回、再処理の方でＭＯＸの共用っていうのを明示的に入れたと。 

1:26:53 いうこと。 

1:26:55 ですので、 

1:26:56 ボックスの方は今日、 

1:26:59 当初許可で共用ってそもそも入って、 

1:27:03 いたのかどうか、す。 



1:27:06 思いとしては当然共用なんですけど、明示的に書いてなかった。 

1:27:09 いうのを明示的に書いたということなのか。 

1:27:12 もしそうだとすると、明示的に書いたのが今回だから、 

1:27:17 対応する。 

1:27:18 不幸にも変更ですって言いたいのかなっていうふうに勘ぐっちゃったん

ですけど。 

1:27:25 と言っても結局それは記載の適正化なんだろうなと思えば変更前、 

1:27:29 だろうし、 

1:27:30 いうことで、許可の時の扱いと、それを踏まえた設工認でどう扱うか

と。 

1:27:36 いうことをそれぞれかみ砕いて説明いただければと思い 

1:27:41 はい。ユニシアでございます。許可の段階でもおっしゃっていただいた

通り洞道は共用ですと、その時点でも、台車が中を通っていって、全体 

1:27:52 業界としては共有した上で扉があってっていうのは、全体の枠組みはも

ともと来よっか。その前の許可から、 

1:28:00 変わってないと思ってます。あとは、設工認上もう堂々が協議しますよ

というのはいいながらもうここで変更後に書いたのが、 

1:28:10 おっしゃっていただいたように二つ負圧管理の教育業界として共用する

とか、扉の開け閉めの話で、負圧の管理をしますよとかこんな細かいこ

とまでは確かに明示的に言ってなかったところもあったので変更後とい

うことにしてますが、 

1:28:26 約分としては、もともとから同じである変わってないと思ってます。以

上です。 

1:28:39 保坂です。そうであれば、 

1:28:43 これまでしばらく話ありましたけど変更前っていったところの記載の範

囲。 

1:28:48 整理をして対応いただければっていうことだと思います。田尻さんそう

いう理解でよろしいですよね。田尻ですはい同じ認識です。 

1:29:00 はい。弓削西田でございます。はい。今の件は、ご指摘いただいたとこ

ろ、私しゃべった通りだと思ってますので整理をさせていただきます以

上です。 

1:29:12 長田尻です。藤。 

1:29:14 単位の 00に関しては自分からは以上なんですけど 

1:29:18 現行から他になり、 

1:29:28 ちょっとリリース内容であれば、おっきな件についてだけ、対象指摘事

項の確認等対処法強い、どれぐらいのスケジュール感でっていうところ

原燃から説明をお願いし、 

1:29:55 いいでしょうか。すいません少々お待ちください。 



  

1:30:00 規制庁タジリスダ調べてちょっと自分のパソコンの現場悪くて本当に音

が届いてるのか黙ってるだけなのかがわからない時があるので何か、夏

休み運転であれば発話最初に一周してもらえるとやりやすくて助かりま

すよね。 

1:30:13 4000年の手話でございます。委員会を、大枠のコミットですねまず環境

影響のところで他の条文飛ばしてる結果との整理も踏まえた上で、 

1:30:26 概要としての東洋公民館を桑田常務との関係の今一度整理をするという

ことだったというのが 1点目。あとは、資本のところでもう発電での比

較、また関係等がついていたりということになりますので 

1:30:41 全体としての企画の考え方っていうのをちゃんと整理をした上で、この

ままで、比較表の形でちゃんとした内容にお話をさせていただきます。 

1:30:52 あとは、それ目的のあたりを考え方を示した上でということだと思って

ました。 

1:30:59 あとは、 

1:31:02 無理だ。 

1:31:05 もっとあれですね、 

1:31:09 だけは売りの成型施設に入れているんですけども他のとして閉じた被覆

施設等の、領海後継履修歩道橋保存の設計方針があった上での委員会の

構成なので、そこは 

1:31:22 建造経費のどこまでとにかく範囲をちゃんと整理した上で、必要な記載

を展開をしていくということかと思ってました。 

1:31:30 三瓶第 1回の申請範囲ですね、これ全部ん中でも牧場の部分た上で再度

整理をさせていただくということです。 

1:31:39 はい。 

1:31:41 あと共用部分も、水気は変更全部南鎌田それがこのままでこの前の深瀬

常務が出た考え方を踏襲して、 

1:31:51 一瀬委員させていただくということだったと思います。以上です。 

1:31:55 あとは、 

1:31:57 スケジュール感ですよね、スケジュール感は。 

1:32:03 ちょっとお待ちください。 

1:32:06 清澄タジリです。整理されながらで構わないんですけど、基本的に言っ

ていただいた通りだと思っていて、 

1:32:13 ここにちょっとこの業務、 

1:32:15 またやっぱちょっと他に比べて特殊な条文だったりするので特に設計と

かの話も変えたりっていうのがあったりするので、 

1:32:21 少し特殊な整理しなきゃいけないところとかに関しては早めに、 

1:32:25 だと思うので、 



1:32:37 はい、弓削西原です。1週間をめどに整理をして、資料を提出できるよ

うにしたいと思います。 

1:32:46 清長タジリです。わかりましたよろしくお願いしますまた決まりました

らご連絡いただければと思います。 

1:32:52 この長くはなってきてるんですけど、 

1:32:58 さんはあんまり時間かけるつもりはないんですけど、10分ぐらいで終わ

れるかなと思ってるんですけど、そのあとに休憩とかでゲンネン大丈夫

そうですか。 

1:33:08 はい、日本イシダでございますはい。123終わってからで大丈夫でござ

います。 

1:33:14 一応タジリです。原燃から知念三野が説明したいことってありますか。 

1:33:23 はい。与儀西田でございます。 

1:33:26 大矢君とこに説明することってのはないんですけども若干ああいうゼロ

イチですかね、の中で、大城が対象物を書き間違えてるところがあっ

て、 

1:33:37 下の 7ページのところの、 

1:33:40 室内の、 

1:33:42 放射線のところで、 

1:33:47 そこの、次回に示す範囲で貯蔵施設を設置する部屋ってのがあるんです

けどこれ今回のを対象とし、 

1:33:56 入れなきゃいけないのがこの下の方で管理区域外の方が確か対象外と、

次回ということでちょっとこちらの書き方が間違ってましたので、今後

出すときに訂正整理、 

1:34:07 訂正をして、書き直したものを出したいと思ってました。以上です。 

1:34:11 清澄タジリです。自分から確認したのはＯＫか言うと本当一つに近いん

ですけど、今ちょっと 7ページ開かれていてなんですけど。 

1:34:20 簡単に言うと、もう設定の根拠とか考え方をもうちょっと示していただ

きたくて。 

1:34:26 例えば今、屋外っていうふうに言ったとき、35度 90％というふうに書

かれてるんですけど、許可のとき聞いた限りだと、八戸と六つあって八

名だったら多分 35度超えてたりしたものがあったところを、 

1:34:39 既往最大値を受けてる時を最大じゃ何なんだろうっていうところがあっ

て、湿度も既往最大値は 90％ですって言うんですけど、100％じゃなか

ったんでしたけども何か根拠がいまいちよくわからないところが多々あ

りますと。 

1:34:52 かつ屋外の温度に関して言うと、外部火災とかで初期温度設定すると思

うんですけどそことも微妙にずれてたりするような気がしていて、今の

書かれてるレベルだと、もともと 



  

1:35:03 健全性説明書の方の添付に書かれてるやつを、表の形にした程度でこの

交流事項とかその補足っちゅうのが、若干薄いかなと。しかも何か整合

してるのかちょっとよくわからんところがあるっていうところがあり、 

1:35:17 また放射線に関しても、これ設計基準事故時の環境条件も 

1:35:22 これも楠田からこれで良いっていう話起こす、 

1:35:26 持ちながらいいって話なのかもしれないんですけど再処理施設の方に関

して言うと、 

1:35:31 環境条件ワーって基準に国だと平常時と同じとは思えないんですけど何

か平常時のやつをそのまま書かれたりするような気がするので、ここら

のパラメーターの根拠っていうのをしっかり説明していただきたいんで

すけどそこだって準備できてますと。 

1:35:47 はい。日本原燃の仲村です。まず温度計を最大値を包絡する値を設定す

るということで考慮事項に書いてますけれども、 

1:35:57 この中身としましてはですね六ヶ所の基礎観測記録のデータを参考にし

ましてですね、六つと 8年の時。 

1:36:05 特別、地域の気象観測所のデータのうち、6ヶ所飛行に近い、六つので

す。申し訳ないです。内容を説明する。 

1:36:16 というよりは、それはちゃんと書いてくれということであって、 

1:36:22 トレイの準備が整ってるかっていうことだと思うん。 

1:36:25 ですけど、タジリですそうですこれあくまで補足資料で、まさにそこを

説明するための補足資料なんですけど、添付に書いてある、添付。 

1:36:35 描いてありますけども、何か表バージョンが出てきて、 

1:36:38 かつ過去に他のところと資料で見たものとは微妙に違う値とかになって

るので違うんだったら根拠をちゃんと説明して、それが示されてるべき

だと思ってるんですけどそこっていうのは、 

1:36:48 何かほかに今日間に合ってないだけですぐ示される予定なのかどうかと

いう、ちょっとよくわからなかったんですよ。ちょっと言い方が変にな

ったんで、全部対象になったのかもしれないんですけど、その辺りって

いうのは、何かうちに今説明する準備っていう意味で、資料として整理

できてんでしたっけ。 

1:37:04 日本原燃の仲村です。資料として準備はちょっと整ってはいないんです

けども、今後出す時に考慮事項のところにそこら辺をはっきりわかるよ

うにですね、記載し直して出したいと思いますので、 

1:37:19 規制庁田尻です。興行事項におさまるんだったら考慮事項でいいです。

今みたいな説明で、例えば外部事象のところで説明してる内容等ここが

整合しないと特に屋外の話だと整合していないと若干違和感のところが

出てくるような気がするので、 



1:37:34 他の条文との関係というのもどうしても出てきてしまうところだと思っ

てるので、ちゃんと説明できるように、違いが生じているっていうんだ

ったら何で違いが生じて問題ないのかとかも含めて確認しなければいけ

ないと思ってるので、その辺に関してはしっかり 

1:37:49 日本原燃の仲村です。承知しました。 

1:37:56 清澄タジリです。基本的にこの資料に関しては根拠を示してくれっちゅ

うのが一番でかいので、次はそこがないとあまりこの資料の意味がない

かなと思ってますんで、0には主な関連がなくて 03は故意つうと、設計

値との比較のはずなんですけど。 

1:38:11 比嘉空なんですけど同じ値が何か、ほぼイコールとか矢印に何々障害で

書かれてるような形になってるので、何を根拠に与え設定してるのか、

設計値ってのは何に基づき決めてるのかっていう、或いは、 

1:38:25 昔ようなデータ集で構わないんですけど、そういったところも含めてパ

ラメータがどこが出てきたのかっていうのがどうしても掴みきれない仕

様になってるので、その辺はしっかり説明 

1:38:33 資料とかを用意した上で説明いただけるようお願いします。 

1:38:37 01から 3番に関してはすいませんそこがないとあんまり、やっぱ 

1:38:43 辛い 

1:38:47 規制庁側から健全側から他に何かありますか。 

1:38:52 コサクです。今の点ですね、タジリから聞いてへの回答もいまいちピン

トが合ってなかったというところなんですけど。 

1:39:02 この辺りって実用炉でどういうレベルで資料提示があって、 

1:39:09 ていうときに、 

1:39:11 タジリの言った話っていうのはそれに対して過剰要求だという、 

1:39:17 意識でおられます。 

1:39:22 日本原燃の瀬川でございます。この資料を作るにあたっては炉の同じで

すねこの班いう 01から 03に相当する資料を確認させていただいて、 

1:39:32 それに準ずるものとして準備してきました。ただですね今回、屋外の部

分ですね、こちらの、 

1:39:41 ご指摘の通りですね根拠がきちんと明記されていなかったということで

こちらはＮｏと比較してもですね、きちんとやはり低いなら低いという

そういう根拠をですね、示すべきであるというふうには。 

1:39:54 認識しておりますので、先ほどの案いう 0一井の資料ですと添付という

目次が、 

1:40:02 右下 2ページのところに目次記載しておりますけども、添付 1－1から 2

－3にかけてですね、圧力温度放射線といったパラメーターについて説

明書載せております。ここに屋外の圧力温度と、そういったような形で

ですね。 



  

1:40:16 項目を工夫して、きちんと説明資料載せるようにしたいと思います。そ

の中で、また他の外部火災とか象の温度条件の設定の違いの考え方、こ

ういったところについてもですね補足説明をきちんと加えるようにした

いというふうに考えてございます。 

1:40:33 院長舘です。一応補足として、 

1:40:38 100％だった理由、温度に関しては本当の運動の最大値、 

1:40:42 放射線に関して言うんだったら昔の仮想事故の時の一番でかいやつにし

ますよとかっていうふうに、 

1:40:48 あそこに全部の評価Ｃが書いてあるわけじゃないですけど、当然他の資

料見ればわかるなっていうのが書いてあって、だからこれなんだってい

うのが分かる記載になってます。 

1:40:57 ここに全部書かなくてもわかるようになってるんだったらそれで構わな

いんですけど、90％とかっていう、微妙な値を書かれたり、温度に関し

て言うと、 

1:41:07 指令検証の方の話で聞いてると微妙に違う値になったりしてるので、変

えたり説明が必要になると考えられるところに関してはしっかり補足し

て説明してくださいねという意図なので、その点はしっかり認識した上

で対応いただければと思います。 

1:41:22 はい。日本原燃の瀬川でございます。ご指摘の通りですね、発電炉の方

では湿度はもう問答無用で 100％、温度であればもう 40度というような

そういった設定をしております。 

1:41:35 そこに対して今回私どもＬＯＣＡ炉と比較してもちょっと数字を変えて

るところがございますのでそこはしっかりある考え方にのっとって設定

してるものですので、そちらについてはきちんと明記させていただくよ

うにしたいと思います。以上です。 

1:41:52 経営職です。今後、こういう指摘がなくても、ちゃんと原燃から最初か

ら資料が提示されるようにと。 

1:42:00 いうことで体制も強化されてるし、電力の支援もあるしということだと

思ってますので、 

1:42:08 その点よろしくお願いします。 

1:42:11 先ほどの 00の方も含めてなんですけど、00も体制強化して 12月の末に

出されたと。 

1:42:18 いうことですから、水平展開が十分できてない資料になってるっていう

のも、本当はちょっといかがなものか。 

1:42:25 思っているところですので、 

1:42:28 今後、 

1:42:29 こういうことがなくなるように取り組んでいただければと思います。よ

ろしくお願いします。 



1:42:37 日本原燃瀬川でございます。承知いたしました。 

1:42:45 規制庁仲です。ちょっとついでで、質問ですけど先ほどの根拠というよ

うな話もあってそういうところを明確にというところはそれはそれで、 

1:42:55 対応というところでその他 

1:42:58 案いうの 02の資料とかでですね 

1:43:03 圧力とか温度とかそういうものについてそういう環境どう再現したその

試験環境下においてその、 

1:43:11 機能を発揮することを確認するというような何か時、実証試験をやる等

やるというような、 

1:43:18 話もあるんですけどこういうものはもう実際もやられてるということで

すかそれともまだ全然やれてなくって、 

1:43:26 随分先というか、そこらがどういう状況なんでしょうか。 

1:43:31 はい。日本原燃の瀬川でございます。こちらに記載してその次、実証試

験等という部分につきましては、今回申請の範囲においては、試験、 

1:43:42 試験結果に基づいてというものではなく、評価するものなんですけれど

も、今後、次回以降ですね申請する設備向けにこういった一般論とし

て、必要であれば試験等に基づいた、 

1:43:54 データに基づいてやってきますよということを述べさせていただいてお

りました。実際に試験等、必要なデータの取得が終わっているかといっ

たところにつきましては、 

1:44:04 必要なものは準備できているというのが現状でございます。 

1:44:10 はい、規制庁中です。そういうことです。言いますとここら辺は、今回

の申請においてそういう方針は一応ちゃんと書いた上で、その実際出て

くる新生会に合わせて具体的なそのエビデンスも含めて提示されると、

そういう理解でよろしいですかね。 

1:44:28 日本原燃の瀬川でございますご認識の通りでございます。 

1:44:31 はい。規制庁仲です。了解しました。 

1:44:38 規制庁タジリです。衛藤ほか規制庁側から何かありますか。 

1:44:46 清澄タジリです。なさそうであれば振替えよう何もないぐらい 1個しか

言ってないのでその点しっかり認識した上で原燃で対応いただければと

思います。 

1:44:55 あと多分今日遮へいが残ってるという認識でよかったですかね。 

1:45:00 はい。乳井西田でございます。はい。工程の遮へいでございますはい。 

1:45:05 支店長田尻です。最初のグループ 3から組みで言うと 2時間半とかたっ

てしまったのでここ時間たって何か 1回休憩挟んだから。 

1:45:14 でも 5分ぐらい、5分 10分休憩しすかねと、規制庁が問題ないですか

ね。 

1:45:22 はい、大川です。問題あります。 



  

1:45:26 いやあ規制庁たです。16時 10分再開ということでよろしくお願いしま

す。いろいろこのページとか、 

0:00:00 規制庁シミズです。それでは原燃の方から当社へ 00については説明の

方お願いします。 

0:00:09 はい。ユニシアでございます。遮へい 0002、デビジョン後ということで

1月 7日に提出をさせていただきました。 

0:00:21 今の件、別紙 1以降、大津第 1回の申請対象になりますので、別紙 6ま

で、と関係するものはすべて、 

0:00:30 つけさせていただきました。 

0:00:33 やり方は他の住民の最新のやり方に沿った形でということで書かさせて

いただきます後は、 

0:00:42 別紙 6については、126ページ以降ついてますが要求事項に変更がない

ということもありまして、変更前に変えて変更は変更なしという記載に

なってございます。 

0:00:56 はい。 

0:00:58 基本設計方針全部出ますアマハ向けもありませんので 

0:01:02 ということになってます。あと別紙 4を、トータルのページでいきます

と、 

0:01:11 3030ページ以降ですね 4－1から順番につけさせていただきましたがこ

れ発電力の比較対象がないのでちょっと他の方は若干形は変わってます

が、 

0:01:23 関係する添付書類を、 

0:01:26 ご確認いただけるようにつけさせていただいているという状況でござい

ます。説明は以上です。 

0:01:35 吉見です。ただいまの説明について規制庁側から確認をお願いします。 

0:01:40 はい、規制庁おかけする。それでは、まず基本設計方針別紙 1の方から

少し確認させていただきます。 

0:01:48 1回ですね。 

0:02:09 ここのＢとかですね。 

0:02:13 開口部及び、 

0:02:17 今まで 

0:02:45 日本原燃志田でございます設計として塩高がないだろうということで今

回、方針ということで書いておりますが 

0:02:54 先ほど来ありましたと他の基本設計方針の別紙 1の展開も含めた上で、

ルールっていうか基本的な考え方は以前から申し上げさせていただいて

いる通り、まずは、 

0:03:04 許可の本文から文章を持ってくると。 



0:03:07 Ｄの声の比較をしながら、設工認として適切な設計方針となるように、

添付書類を使えない、許可の添付書類の記載を使いながら展開をしてい

くと。 

0:03:18 いうことが、基本的な考え方だと思ってますので、ちょっと詳しすぎる

んじゃないかという部分のご指摘のところについては、他の条文の書き

方等も含めて、整理をさせていただければと思います。 

0:04:07 日本原燃の新谷です。メール構造はどちらかというと建屋とかで壁と

か、 

0:04:13 多くが見えないようになっているというような形で屈曲構造はダクトと

か壁貫通部とかの設定。 

0:04:24 貫通部を、これも上げて、通したりというふうなところの、 

0:04:29 形で書いております。 

0:04:32 はい。 

0:04:49 これ、前回の宿題みたいな形 

0:05:10 園芸のシンタニです。一時的遮へいについてはですね、現場での線量管

理等々合わせてやることになることになりますので、 

0:05:21 その設計というよりも、運用に近いというところがありますので最初に

もあわせて記載しない方向で整理しているところです。 

0:05:33 市岡です。しました 

0:05:52 後、 

0:06:10 明確化 

0:06:26 えっとですね、被ばく線量と書いてるところ線量と書いているところが

ちょっと入り乱れていたのでその被ばく線量とか板野発電所の被災を持

ってきた部分が、 

0:06:37 なんですけども、許可、 

0:06:39 の方では線量と書いてるところが、 

0:06:43 多いとか基本あまり被ばくという線量という形で扱ってなかったので線

量という形で統一したということに、 

0:06:53 一応、 

0:06:56 じゃない。 

0:07:07 違和感があった。 

0:07:19 であればちょっとここらの部分についてはちょっと修正したいと思いま

す。 

0:07:25 それと 

0:07:26 そちらの整理で、 

0:08:00 総務。 



  

0:08:22 弓削西田でございます。教育部分で遠隔操作云々の話が確かに書いてご

ざいますそれ 

0:08:31 おっしゃる通りでとかいうな、 

0:08:33 7ページの 8ページの（3）番。 

0:08:37 これが安全側に展開されているのを受けて、書いてます。ここで書いて

る個別項目の他の設備等の関係とそちらの、 

0:08:48 現行どうしてるかっていうところになりますが、個別項目等先ほど内容

の資料の中で、この設備の、成型してると回復してるの。 

0:08:58 文献操作を依田市制御室中央管理室等でありますよと言っている遠隔操

作になっている操作場所の話を書いてあるところとのリンクを取ってま

して、そういったものの位置関係がちゃんと役割分担がわかるようにい

ると。 

0:09:12 何を出してるかがわかるように、記載を明確化していきたいと思いま

す。以上です。 

0:10:14 すいませんちょっと下、日本原燃の新谷です。（5）についてちょっと

段がずれてるんですけれども等に解説としては 

0:10:24 三つ目の四角のところに書いている通り、交渉等については人が容易に

責任、 

0:10:32 できないような場所の例示と、 

0:10:34 考えてまして、何か具体的に何かこう、 

0:10:38 こういうものっていうのを示すものではないかなと。 

0:10:41 いうふうな、 

0:10:42 ことで考えており、限定しないということも含めてと、こういうふうな

記載にしているというところ。 

0:11:11 になったんです。 

0:11:19 そうですね。 

0:11:20 具体的に取られると何かちょっと難しいところもあるんですけど右側に

ある発電炉のほうの記載でも等と書かれているところもあって、 

0:11:31 ちょっとこの辺はちょっと別途整理させていただき、 

0:11:57 あと、判例 

0:11:59 なしなんですが、 

0:12:12 医療費 

0:12:17 しゃべって、 

0:12:31 事故、 

0:12:37 商品 

0:13:10 で超過です。乳井西原でございますはい。すいません。聞こえておりま

す。 



0:13:16 項目ごとに付番をして、リンクを取ってどれが、どの項目に流れていく

かというのを明確にするというのが、これのやり方だと思ってますの

で。 

0:13:30 おっしゃっていただいているところは、例えば、そうですねテープ商品

的再生というダイヤモンドで飛ばすときに、仕様表に飛ばすからといっ

たものがどこの数字が飛ぶかはこの、 

0:13:43 例えばですけど、16ページで言う、四角の一番、材質の例示ってあるも

のが仕様表に飛ばすだとか、対象物がこの四角の数字を書くことによっ

て対象何かっていうのが、 

0:13:56 明らかになるんじゃないかなと思って、展開をしてました。この対応年

度だったり資格だったりで他に飛びますよと言っている部分の対象が何

かというのを、 

0:14:07 4ポツのところに示していると。添付書に通ったのは、7の全部指標等

あわせて添付書類等っていうのが確かに整理としておかしいという気が

しますが、そういった形で付番をすることによってそれぞれを明確にし

ているつもりだったんですが 

0:14:21 今のご指摘はそこがまだ明確にターゲットが絞られてないんじゃないか

ということのご指摘だったでしょうか。 

0:14:38 大津ちゃん。 

0:14:52 他にある。 

0:15:11 はい、与儀西田でございますそういう、ご懸念が出る時点があった我々

の作業がおかしいところかもしれませんのでちょっと今一度、見て整理

をさせていただきます。 

0:15:22 対象物ごとに本文だから云々ということじゃなくて、対象物をちゃんと

区切って、文章 1分だと誤解を生じる場には文章一文全体に番号をつけ

ようと中でも番号区切ってでも、 

0:15:35 対象のリンク先がわかるようにというのが、もともとの整理の仕方です

ので、そういった形になってないところがあればちゃんと適切に修正を

していくということで採用させていただきたいと思います。以上です。 

0:15:48 成長 

0:16:05 産業とあわせて、 

0:16:12 はい、乳井西田でございますがですね重複記載については以前もご指摘

伺ってましてちょっと精査はしていたつもりなんですが、1度確認をし

ていきたいと思います。 

0:16:23 それ超過です。 

0:16:24 設計。 

0:16:34 あ、規制庁中ですけど。 



  

0:16:36 ちょっとコメントをかぶるところもあるんですけど、8ページ目でいろ

いろ少し記載の仕方なんかが議論があってですね。 

0:16:47 それでここら辺はこれまで経緯まで、 

0:16:51 言うと、 

0:16:53 結構頭等が使われていてそれについてもう少し具体、具体的に、 

0:17:01 書いた方がいいような話にもなってただ書いてみると書き過ぎかみたい

な感じでまた、 

0:17:06 削りすぎるとですね、削ったら削ったでまた文章の意味がわからないっ

ていうところを 

0:17:13 結構何か繰り返しの議論をしてるようなところもあってですね。 

0:17:17 あんまり、今後は個別にですね、 

0:17:22 一時 1個見てですね、あんまり、 

0:17:25 利用するようなつもりはない。 

0:17:28 かなとは思っていてですね。 

0:17:29 今回のこの遮へいに関してはある程度同等具体的に書いたというところ

でそれで、 

0:17:36 それなりに文章にも、どうしても成り立つし、具体性もわかると。 

0:17:41 いうところで最初で別に否定はしないですし、それはそれでいいのかな

と思いつつですね、許可との関係ということで、それによってですね結

構今回の資料を見ると、 

0:17:53 許可の本文なり、添付でこう見たことのないようなですね結構記載が、

具体化ゆえに公開出てくるところがあって、 

0:18:03 そういうものについて、それはそれで別にどこまで記載するしないの議

論はしないとしてもですね。 

0:18:10 ここは繰り返し言ってるんですけどあくまでもこれ本文ですので、 

0:18:15 後々、余りにもですね正確に書き過ぎて、 

0:18:20 変更が生じるような範囲の記載は、 

0:18:23 留意しながら記載していただくことかなと。 

0:18:27 いうふうに考えてますし、あとは、 

0:18:30 若干許可本文なり、添付で使ってる要望とですね少し変えることで、そ

の範囲が違ってるような書き方になってないかどうか。 

0:18:39 そこはちゃんとビッグが取れたようなですね、多少表現の見直しみたい

のはあるんでしょうけれど。 

0:18:46 そういうところが何か新たなその基本的方針で定義を作ってですねそこ

はまた何か許可とずれてるようなことがないようにですね。 



0:18:54 そういうことに留意しながらですね、記載いただければと思います。あ

とは先ほど等の話も若干あるものあるで別にそれは構わないんですけ

ど。 

0:19:04 そういうものがここに書かないまでも添付で示されるのかどうか。 

0:19:09 そういうところもですね、それはそれで解説として書いていただける 

0:19:13 それは理解で 

0:19:15 そういうところに留意しながら、この条文だけに限らず、 

0:19:26 はい。与儀ネシアでございます。先ほど大岡さんのご指摘にお答えをし

た通り、基本的な考え方を決めた上で、展開をしていくのは、前提は許

可という、基本設計方針の設置の本文だと。 

0:19:41 いうことを前提に、何をどこまで書くかという整理だと思ってますの

で、今一度、その考え方で統一してやっていくということだと思ってま

す以上です。 

0:19:54 はい。市長の岡です。 

0:19:59 福岡です。他、規制庁。 

0:20:04 ないようでしたら、 

0:21:13 少々お待ちください。 

0:22:11 与儀イシダでございます。 

0:22:14 シリーズでいくとマナー、主な設備のところのエントリーの仕方であっ

たりあとは、別途車両総務部、添付書類の中でいくと、 

0:22:25 普通に考えること言っちゃあれですけども、別紙 4の一番、税務署の一

番保険になってる基本的な考え方を書くところで、どういったものに対

して遮へい検査をするかと。 

0:22:36 いうところがちゃんと明確になった上で、次回に出て来るものが非常に

インプリされていくということかなと思っております。それが今、明示

的にできてるかっていうのが若干、 

0:22:46 確かに明確じゃないところがありますのでそこはちょっと整理をさせて

いただきたいと思います。以上です。 

0:22:53 成長は、 

0:23:24 はい、与儀西田でございます今ご指摘いただいた点ちょっと整理をさせ

ていただきたいと思いますはい。 

0:23:32 それ超過です。別紙に安倍 

0:23:46 市岡です。 

0:23:53 14の方は、 

0:24:05 被災をされ、 

0:24:08 最後、 

0:24:20 細井 



  

0:24:33 ここに計算条件を今回、 

0:24:44 強いのか 

0:24:48 ただ、 

0:24:49 使う数字だ。 

0:24:58 5分 

0:25:19 ページ 

0:25:21 30、 

0:25:24 注文。 

0:25:39 はい、与儀西田でございますはい。出典であったりあとその根拠になる

ところを、見据えて書くべきことを書くと。 

0:25:50 いうことだったのという指摘だと思いますのでちょっと精査をさせてい

ただきます。 

0:25:55 これ 

0:25:59 同じ会社なんで、学校かけないわけでないんですけど最初に製品の不純

物概要量。 

0:26:07 どこまで書くかですね、というところも含めてちょっと整理をさせてい

ただきたいと思います根拠と言ってしまうと、対象のプロセスの製造の

話をするのかっていうのなかなか難しい話でもあるので、 

0:26:18 その辺の書き方はちょっと工夫をさせていただければと思います。 

0:26:22 情報です。組織側の人物いろんな考えが、 

0:26:44 はい、乳井イシダでございます失礼しました。そういった点、ちょっと

補足説明が足りないところは補強していくということを、 

0:26:53 至急採用させていただきたいと思います。以上です。 

0:26:57 通帳下です。 

0:27:37 すいません日本原燃のシンタニですと、 

0:27:39 すぐわからないので、別途回答させていただきたいと思います 

0:27:43 成長課です。 

0:27:46 おそらく何か 

0:27:58 Ｃ4の 1に関してはそういう 

0:28:14 どちらも、 

0:28:24 今日が、 

0:28:47 すいません日本原燃のシンタニですねと設備概要ずっとおっしゃってる

のは、 

0:28:53 設備の構造図とかの話でしょ。もともと経産省の方にはどこに載せてな

かったかなと思ったんですけども。 

0:29:02 室長はですね、その載せてない理由は多分同一新生会で、概要図が別の

章に書いてあったから。 



0:29:29 書類 

0:29:39 4限シンタニです。ちょっと整理をして対応させていただきます。 

0:29:45 それでは岡です。 

0:29:47 モデルの説明がつらつらとあるんですが、 

0:29:50 結局 

0:29:51 この文章だけ見ても、 

0:29:53 全く、 

0:30:14 規制庁ヶ月で続きましてそのモデル図の、 

0:30:18 モデル。 

0:30:29 そのモデルによって、 

0:30:48 井上新開で処理しました。 

0:30:52 部長。 

0:30:55 考えていって 67ページ。 

0:30:59 ないところなんですが、 

0:31:01 うん。 

0:31:03 出典があるものとないものが、 

0:31:32 宮部シンタニで承知しました。 

0:31:37 成長課です。あと、 

0:31:41 と、甲斐話は、 

0:31:45 別紙 4の 3の方。 

0:31:59 こちら周辺監視区域の 

0:32:35 日本原燃新谷です。こちらについては、ＰＷＲを収納する際は、一体

で、ＢＷＲの燃料集合体の場合 4体、 

0:32:47 を収納するというふうなチャンネルになっておりまして 4倍違いますの

でＢＷＲの方が、貯蔵量としては大きくなるということで、設定してお

ります。 

0:33:00 議長から 

0:33:06 青木さん。 

0:33:29 宮部の心配です。そうですね。 

0:33:31 一つのチャンネルに、ＰＷＲの場合は一体収納するんですけど、ＢＷＲ

の中大田入れる場合は 

0:33:40 何ですかね、枠をつけてですね、一つのチャンネル 4体収納するという

ふうな設計に。 

0:33:47 なってます。 

0:33:51 そこは理解 

0:33:52 けど、そもそもの 17、 

0:33:55 難波稲井の 4倍ぐらいの大きさ。 



  

0:34:03 どこが違ってＢＷＲが代表化されたかっていう部分ほぼ 

0:34:16 日本原燃の安保でございます。 

0:34:18 集合体貯蔵量と、集合体貯蔵設備にちょうど全体に貯蔵したといったと

きに、2度あるＰＷＲ燃料を全部入れた時とＰＷＲ燃料を全部入れた時

を比較しますと、 

0:34:31 ＰＷＲ燃料を装荷した時のほうがトータルとしての、 

0:34:35 プレビューが多くなるということでこちらを計算代表として使ってると

いうことになります。 

0:34:44 トンネルが、 

0:34:53 古閑大井。 

0:34:58 一般理由からなのかな。 

0:35:04 はい。日本原燃の安保でございます。 

0:35:07 おっしゃる通りＢＷＲ燃料単体、集合体単体同士で比較しますとＰＷＲ

燃料の方が大きいというところではあるんですけれども。 

0:35:16 貯蔵の際の収納の仕方ですね、それを考慮すると、ＢＷＲの方がトータ

ルで大きくなるというところで、 

0:35:25 やっぱり最低になってるというところになります。 

0:35:27 はい。布施。 

0:35:32 先兵が、 

0:35:33 こうだっていう 

0:35:47 日本原燃の郷でございます承知いたしました。 

0:35:51 超過で 

0:36:16 4件のシンタニです。えっとですね仕様表の方で、品管の時は、壁 1枚

1枚に番号をつけて数字を、 

0:36:24 入っていたんですけれども。 

0:36:26 現状発電炉の方を参考に、 

0:36:32 個別の番号付けをやめる形にしましたので、 

0:36:38 その都合上、書き方を変えさせていただいたということで最大と最小の

み記載するというふうな、 

0:36:47 今回は記載しております。 

0:36:51 規制庁かです。それだと最小側の扱いは 

0:36:58 壁厚は、 

0:37:00 あればいいんです。 

0:37:08 条件を満足してるのかなっていう部分の議論、疑問が、 

0:37:17 県の新谷です。ですね。 

0:37:20 壁厚の必要厚さについては外壁等貯蔵設備それぞれの周りの壁の合計

で、 



0:37:27 集合体のところは 1.5それ以外は 1.8というふうに期待しておりまし

て、外壁のところが最 

0:37:34 最初は 1．半ですので、 

0:37:38 集合体についてはプラス 20銭、他のところについてはプラス、50セン

チあれば、満足するということで、どこどこの、ちょうど設備について

もその厚さについては満足しているということが確認いただけるかなと

いうふうに考えております。 

0:37:55 はい、規制庁化です。 

0:37:57 その辺を少し説明の方で追加 1、 

0:38:01 かな。 

0:38:11 等、 

0:38:12 例えば愛知県の 

0:38:38 4ページはシンタニです。一つもうちょっとわかりやすくなるようにち

ょっと書き方を考えたいと思います。 

0:38:44 規制庁化です。あと最後、家 

0:38:56 どこなのか。 

0:39:10 峰シンタニで処理しました。 

0:39:13 水調査です。ちなみに 450メートルっていうのは、 

0:39:17 大野。 

0:39:23 450メートルについてはですね、加工施設の援助集合体の貯蔵設備の設

置。 

0:39:33 あるエリア。 

0:39:34 から、評価点までの、 

0:39:37 距離に対して余裕を見て設定しております。 

0:39:45 燃料集合体の設備自体は燃料加工建屋の南側わあ、 

0:39:54 に設置しておりますので、 

0:39:58 議長から施行。 

0:40:09 コサクです。ちなみに今のあたりとかっていうのは、 

0:40:13 非開示情報になってたりしませんか。 

0:40:23 弓削西田でございます配置図上でここっていうのは光情報になりますが

今言ったみたいな 

0:40:30 こっちの方っていう方角ぐらいであれば、別に構わない範囲だと思って

ました。以上です。 

0:40:37 コサクですわかりました。大岡さんその上で図面とかで明示してもらっ

て開示で明示してもらいたいとかっていう程度感っていう物。 

0:41:04 はい、乳井西田でございます。今のご指摘でいきますと今の 117ページ

のところの図で大体の場所を示して 450メートル評価点から、 



  

0:41:14 離れているということを示すのに加えて、そこの拡大というわけじゃな

いですけど具体的な位置をマスキング、 

0:41:23 が前提にありますけど図面として出させていただくということでよろし

かったでしょうか。 

0:41:29 規制庁課です。 

0:41:39 水浄化です。002に関しては、 

0:41:46 とか、 

0:41:55 超過で作る。 

0:41:57 もしないようでしたら、01の方に移らしていた。 

0:42:07 それ超過です 0102で何か懸念が、 

0:42:14 おい、乳井西田でございます。遮へい 010につきましては補足説明資料

としての形式的なものを反映をさせていただきましたと。 

0:42:25 いうことでございます。 

0:42:28 あとは、 

0:42:31 以前お出ししてヒアリングをした 1回あってそのあと変更した後ヒアリ

ングをやってなかった状態でもう 1回変更してますので、文章的には以

前のヒアリングでご指摘いただいた全体の文章としての成立性という

か。 

0:42:47 それぞれの項目の繋がりであったり、文書としての構成というものを見

た上で到底整理をし直した状態が、これ今立てて立地評価の前のバージ

ョンで整理をさせていただいたということでございました。 

0:43:02 レビジョンの方は形式の方を修正をして、他の補足説明資料と考え方、

ルールが同じになるようにということでやらせていただいたということ

でございます。以上です。 

0:43:14 長君。 

0:43:49 そうなんでしょうか。 

0:43:51 日本原燃の新谷です。 

0:43:54 会田カーというのが、床面から床面の、 

0:44:00 高さを 

0:44:02 いう。 

0:44:03 ことになりましたので、 

0:44:06 地下 2階の床と地下 1階の床はそれぞれ 60センチ上がって、中 2階に

ついては、高さ変わっておりませんので、床は変わってないけれども天

井が高くなっているのでその分高くなっているということ。 

0:44:21 になっております。 

0:44:27 うん、それ 

0:44:35 これだと、トータル 180センチか 



0:44:45 からも、 

0:44:56 日本原燃のシンタニですと、ちょっと変えたかというのが床から床まで

の高い 

0:45:01 ということだ。 

0:45:02 中二階についても、床から床までの高さは上がってしまうのでこういう

書き方をしたんですけどちょっと誤解があるようであればちょっと書き

方は考えて。 

0:45:31 いろいろな席 

0:45:38 評価への 

0:45:44 7Ｐ 

0:45:51 高野。 

0:46:12 ずっと 

0:46:29 工程 

0:46:47 日本原燃の新谷でございます。 

0:46:54 この辺について 02の方再選定もしているのでちょっと省略してしまっ

た部分もありますが確かにおっしゃる通り、ずっとうかがわないとどこ

の部分でどういう形かというのはわからないかと思いますので、 

0:47:05 ここはについては、記載を追記したいかと思い。 

0:47:13 等、 

0:47:15 少し等が入って、 

0:47:26 4、 

0:47:57 日本への心配で承知しました。 

0:48:01 増加です。あと、前回、 

0:48:12 ご承知と。 

0:48:14 才能、 

0:48:17 車へ飛びいらっしゃって、 

0:48:36 日本原燃の塩田でございます。 

0:48:44 コンクリート製遮へいとフィーダーについて、 

0:48:48 は、 

0:48:50 それぞれ厚さ 5と 2、 

0:48:55 大坂変わってしまうところなんですけれども下米については一律、 

0:49:01 マイナス 10センチ、 

0:49:05 10ミリということで、設定しております。 

0:49:09 はい。社長は 

0:49:11 全部に聞いたんですがそれが、 

0:49:15 少し整理してくださいと。 

0:49:19 いたんで、 



  

0:49:34 成長化です。これ、材質、材料から、 

0:49:40 決まるものかなと思っていて、 

0:49:43 それがその扉と壁で何で違うのかっていうこと。 

0:49:48 なったのでまた 

0:49:50 メーカー、 

0:49:52 問い合わせることになるか。 

0:49:54 野瀬リーダー。 

0:50:04 上の表では、 

0:50:06 差がなくて、下の表では黄砂があって、 

0:50:34 日本原燃の人に、 

0:50:35 です。 

0:50:37 例年、 

0:50:38 戸谷香田について公差があるものないものについてはですね、既認可の

際、 

0:50:45 は、基本的にこれは書いておりませんでしたので、はい。既認可の時点

で書いてなかったもので、そのまま。 

0:50:56 仕様を変えてしまったものについては黄砂を記載していないと。 

0:51:00 いう形で、今回 

0:51:03 出し直しにあたって、黄砂を、 

0:51:06 記載したものについては記載しているというふうな形になっており 

0:51:13 成長、 

0:51:25 過ぎれシンタニ優勝しました。 

0:51:41 光岡です。 

0:51:42 いないようでしたら、 

0:51:44 Ｃ社 002の方移らせて 

0:51:48 江崎 

0:52:28 日本原燃、新谷です。 

0:52:30 はい。 

0:52:58 日本原燃の新谷です。 

0:53:02 基本的に 

0:53:04 上下、 

0:53:05 東大南北、 

0:53:09 の、 

0:53:10 目、目隣接している面のみを考慮しておりまして、斜め入射等になって

きますと、翌朝業者兵隊も増えてきますし、 

0:53:19 それぞれ 



0:53:23 斜め入射の統合系よりも、どちらかの、 

0:53:28 家に、そういった場所の方が線量が高くなるというふうな評価。 

0:53:34 もう、 

0:53:35 考慮した上で、設定しているところです。 

0:53:40 切オオオカですけどそういう 

0:53:50 そういうのが 

0:54:22 超過ですか。 

0:54:31 宮野新谷です。境界がわかりにくいというのがちょっと、今ひとつよく

わからないのですけれども、どう、どういった。 

0:54:41 それどうでしょうか。 

0:54:44 上羽です。 

0:54:49 マスキング箇所 

0:54:58 この区域の境界は今回でね。 

0:55:13 廊下の表現は、 

0:55:19 わかんなくてで、 

0:55:21 協会、 

0:55:23 どうなってるかと。 

0:55:24 わかんなくて、 

0:55:41 具体的に 

0:55:47 与儀西原でございます。すみません、横から入って確認をさせていただ

くと、スキームそれぞれ番号を振っていて、その番号等、部屋番号とか

が、 

0:56:00 書いてあってその例えば廊下だと長い範囲で何番って書いてある。 

0:56:06 ですけど、この、ここで言ってる、1000宣言とかコンクリーたとかの評

価をしている。 

0:56:15 対象の範囲がどこからどこまでの範囲なのかっていうのが、いまいちみ

たいだけどよくわからないので、この、 

0:56:23 番号とかの区分で扱ってる範囲はこっから来ないですっていう境界を例

えば世界でわかるようにするとかってそういったイメージですかね。 

0:56:51 日本原燃安保でございますはい、承知いたしました。 

0:56:55 規制庁下です。あと最後なんですが、 

0:56:58 添付 5のところで、今回 

0:57:13 評価が 

0:58:13 過ぎれ心配で承知しました。 

0:58:17 成長課です。遮へい 0102に関しては確か、 

0:58:23 車検 

0:58:24 会を通じて、 



  

0:58:36 それとオオオカです。元側から、 

0:58:39 何かありますでしょうか。 

0:58:48 それと、はい、与儀西田でございます特段こちらからはございません。

はい。 

0:58:54 規制庁下です。基本的には能勢さんが一番、 

0:59:01 清さん。 

0:59:16 廃止による、 

0:59:21 規制庁志水です。しゃへいの 0東条の 102については今、大岡さんから

コメントあった通り、 

0:59:30 精査してまたスケジュールに反映っていうことですが、一応 

0:59:35 本日のコメントがあった内容について原燃側から振り返りと、あと今後

の再欲しいスケジュールを、 

0:59:43 国、 

0:59:53 はい。 

0:59:54 有限でイシハラでございます。 

0:59:58 遮へいは別紙シリーズのほうは、 

1:00:02 別紙 1の方はちょっと記載をお金を、別紙シリーズ、他の条文別紙 1の

記載、基本設計方針としてどこまで書くかという考え方に統一的に合わ

せた形にするというのも含めて、 

1:00:15 再度精査をするということです。あと遠隔操作ではない、飛ばしている

先とのリンクの考え方みたいなのがわかるようにちょっと吹き出しで注

釈をつけるなりしたいと思います。 

1:00:28 あとで審議の方は、計算結果月 1個もつく添付は増えていくものです

ね、分析とか貯蔵施設とかのやつは、 

1:00:38 別紙の中でのピンクって言うんと添付書類の別紙 4ｂａｒの全体の更新

とのリンクっていうのがちゃんと整理できているかっていうところが、

指摘ありましたのでそこをちゃんと整理したいと思います。 

1:00:50 はい。 

1:00:51 あと別紙 4の全体的には根拠をちゃんと示すことということですね。根

拠状況を設定した理由が不明確といったことも含めて全体でと呼ばれる

ちゃんと見て見直したいと思います。 

1:01:05 はい。売れば決死シリーズかと。 

1:01:09 あと消費 0101の方を、 

1:01:14 ご指摘受けて、追加した文書なり図面なりというのが誤解を招きやすい

ものがあったりということでちょっと整理をするというのと、以前いた

だいたものの回答が十分でなかった交渉中の置く整理の仕方、もう一

度、 



1:01:28 確認をしたいと思います。あと遮へい 02の方は、 

1:01:33 先ほど言った根拠のところが指摘かってなかったところだったり他の全

体ちょっと見て、再度精査をしたいと思います。以上です。 

1:01:45 規制庁シミズありがとうございます。 

1:01:47 それでは、本日のヒアリングです。すいません。はい。お願いします。

規制庁コサクです全体統制っていうことでもあるんです。 

1:01:56 今振り返りを石原さん。 

1:01:59 深谷。 

1:02:00 ておられましたけど、 

1:02:02 エメックスを中心にしたヒアリングだったということで、 

1:02:09 ボックスの 

1:02:12 取りまとめをする立場だということでっていう理解をすればいいんです

かね。 

1:02:20 はい。乳井西田でございますはい。そういう整理ですがちょっと本音を

言えば本来出れば、遮へいの条文も持ってる。 

1:02:28 担当の課長さんなりにやってもらわないといけないんですけど。はい。 

1:02:31 そういう形です。はい。 

1:02:35 はい、規制庁コサクです私もそう思っていて、 

1:02:38 なんでまた石原さんなんだろうっていう気がした。 

1:02:41 で、 

1:02:43 少なくともヒアリンググーをマネジメントするっていう意味合いで、 

1:02:50 取りまとめをするのは構わないのですけど。 

1:02:55 下の方から精査っていう点ですけどっていう話があったところはです

ね。 

1:03:00 この前の、 

1:03:01 安全機能を有する施設の方もそうなんですけど、しっかり原燃でもとも

と考えてもらわなきゃいけない 

1:03:09 ところで、 

1:03:10 それでいうと、 

1:03:12 担当者がしっかり考えるのはそうなんですけど。 

1:03:16 どうしても担当は、細かなことを一つ一つをやっていてどこまで書いた

らいいんだっていうところまで 

1:03:23 意識が回らないと思うんですけど。 

1:03:25 それを受ける上司の方だったり、或いはレビューをする方というのは、

これで本当に説明が尽きているのかどうかと。 

1:03:35 いう観点で見て、自分が来園資料で疑問に思わない程度ということだ

と。 



  

1:03:41 で、 

1:03:43 それで言うとですね精査すべきはイシハラさんではなくて、今言われ担

当の課長さんであったり部長さんであったり、 

1:03:51 或いは、 

1:03:55 承認結局むかの中でそれぞれ分担してレビューをされているのでしょう

からその人であったりと、 

1:04:03 いうことだったりするわけで、そういう方々がですねヒアリングでしっ

かりと話をすると。 

1:04:11 いうことが大事だと思いますので、今後はそういった意識を持って対応

いただきたいと。 

1:04:17 前も言いましたけど、ヒアリングにあたっては、誰がそれに当たってい

る 

1:04:22 という。 

1:04:23 ことを明確にして対応いた 

1:04:26 として、 

1:04:31 ある。 

1:04:32 日下さんすいません、日本原燃の松田です。衛藤委員のご指摘いただい

た通り確かに私どもの方はですね、石原課長がいろんなこと全部、 

1:04:43 今まで対応してきたということで、 

1:04:47 対応するという意味でそういうふうな体制になってしまっていますが、

今ご指摘の方向。 

1:04:53 で、私どもの方も強化していきたいと、或いはそういう意識でやってい

くということは、もちろんそう思っておりますので、その方向で対応で

きるようにですね、 

1:05:05 努力していきたいと思いますよろしくお願いいたします。 

1:05:08 はい。コサクです。 

1:05:10 よろしくお願います。松田さんも 

1:05:14 こういうところにかかりきりになるという、 

1:05:17 ことでは本来ないはずなので、 

1:05:19 しっかりと 

1:05:22 更新を教育したりしていただいてですね、今回でしっかりとそれぞれ

の、 

1:05:29 担当なりレビューアーの人がやっていけるというふうに環境 

1:05:36 整えていただければというふうに思います。よろしくお願いします。 

1:05:40 はい、承知いたしました。よろしくお願いいたします。 

1:05:45 規制庁清水です。他と全体を通して規制庁が原燃側から確認等ございま

すでしょうか。 



1:05:57 与儀別府にございません。 

1:06:00 はい。規制庁塩見です。それでは本日のヒアリングはこれで終了したい

と思いますので、島カワラサキさん録音の停止をお願い。 

 


